
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体の所定の生物的、化学的または物理的な状態を測定する複数のバイタルセンサーと
、所定の対象物を撮影する、脱着自在である電子スコープと、前記複数のバイタルセンサ
ーおよび前記電子スコープを収納する収納箱とを備え、
　さらに、回動自在であって、所定の傾斜角度で固定できるとともに、前記電子スコープ
を脱着時に収納する受け台と、
　前記電子スコープによって撮影された対象物を表示するディスプレイとを備えた
　ことを特徴とする電子救急箱。
【請求項２】
　前記電子スコープは、前記対象物に光を発する照明部を有することを特徴とする請求項
１記載の電子救急箱。
【請求項３】
　前記バイタルセンサーが測定によって得られた測定値を電波を利用して送信する機能を
有し、
　さらに、前記バイタルセンサーからの測定値を受信する受信センサーと、
　その受信センサーによって受信された測定値を記録するメモリとを備え、
　前記受信センサーおよび前記メモリが前記収納箱に収納されている
　ことを特徴とする、請求項１記載の電子救急箱。
【請求項４】
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　前記電波は、所定の波長の赤外光であることを特徴とする請求項３記載の電子救急箱。
【請求項５】
　さらに、少なくとも前記複数のバイタルセンサーを収納する蓋付き収納箱を備え、
　前記蓋は、開閉するさいの実質上軸となる軸部を有し、
　その軸部は、前記収納箱本体が前記軸部に対して前方部と後方部とを有するように前記
収納箱に設けられ、
　さらに、前記蓋は、電子救急箱使用時には、前記軸部が利用されて電子救急箱の底部に
対して立った状態で固定できるものである
　ことを特徴とする、請求項１記載の電子救急箱。
【請求項６】
　前記ディスプレイは、前記収納箱の蓋の内側に固定して設けられ、前記バイタルセンサ
ーによって測定された測定値を表示する
　ことを特徴とする請求項５記載の電子救急箱。
【請求項７】
　前記ディスプレイは可動式のものであって、
　前記収納箱は前記ディスプレイを固定するディスプレイ固定部を有し、
　さらに、前記ディスプレイは、非使用時には前記収納箱の底部に寝た状態となり、使用
時には前記ディスプレイ固定部が利用されて前記収納箱の底部に対して立った状態で固定
できるものである
　ことを特徴とする請求項１記載の電子救急箱。
【請求項８】
　さらに、前記バイタルセンサーによって測定された測定値を記録する、前記収納箱に収
納されているメモリを備え、
　前記ディスプレイが、前記バイタルセンサーによって測定された測定値、および／また
は前記メモリに記録された複数の測定値を表示し、その表示する測定値を基準として表示
範囲および／または表示スケールを決定する
　ことを特徴とする、請求項１記載の電子救急箱。
【請求項９】
　前記基準とする測定値は最新の測定値であり、前記決定すべきものは表示範囲であるこ
とを特徴とする請求項８記載の電子救急箱。
【請求項１０】
　前記複数のバイタルセンサーのうちの少なくとも一つが、前記所定の状態の上下限を実
質上同時に測定するさい、
　前記ディスプレイは、前記測定された上下限の測定値、および／または前記メモリに記
録された複数の測定値を、表示領域を分割して前記上下限毎に同時に表示する
　ことを特徴とする請求項８または９記載の電子救急箱。
【請求項１１】
　さらに、前記バイタルセンサーによって測定された測定値を、音を用いて出力する、前
記収納箱に収納されているスピーカを備えた
　ことを特徴とする、請求項１記載の電子救急箱。
【請求項１２】
　さらに、前記バイタルセンサーによって測定された測定値、および／または前記電子ス
コープによって撮影された対象物を記録するメモリと、
　前記バイタルセンサーによって測定された測定値、前記電子スコープによって撮影され
た対象物、前記メモリに記録されている測定値、および前記メモリに記録されている対象
物の全部または一部を送信するための通信端子とを備え、
　前記メモリおよび前記通信端子が前記収納箱に収納されている
　ことを特徴とする、請求項１記載の電子救急箱。
【請求項１３】
　前記通信端子は、通信相手先からの所定の情報を受信するものでもあって、

10

20

30

40

50

(2) JP 3657786 B2 2005.6.8



　前記ディスプレイが、前記バイタルセンサーによって測定された測定値、前記メモリに
記録されている測定値、および前記メモリに記録されている対象物の全部または一部を表
示するとともに、前記通信端子によって入力された前記通信相手先からの情報を表示する
　ことを特徴とする請求項１２記載の電子救急箱。
【請求項１４】
　前記ディスプレイに表示される前記通信相手先からの情報のうちの一つは、前記ディス
プレイの所定の位置を特定するための矢印情報であって、
　その矢印は、前記ディスプレイに表示されている前記バイタルセンサーによって測定さ
れた測定値、前記電子スコープによって撮影された対象物、前記メモリに記録されている
測定値、および前記メモリに記録されている対象物の全部または一部とともに前記ディス
プレイに表示される
　ことを特徴とする請求項１３記載の電子救急箱。
【請求項１５】
　前記矢印情報は、前記矢印を前記ディスプレイに表示させるさいの前記位置の座標の情
報であって、
　前記ディスプレイは、表示する矢印の形態情報を有しており、前記通信相手先からの前
記座標情報に基づいて矢印を表示する
　ことを特徴とする請求項１４記載の電子救急箱。
【請求項１６】
　さらに、前記バイタルセンサーと接触しないように設けられ、電子救急箱外部からの電
力を、電磁誘導による電磁波を用いて前記複数のバイタルセンサーの全部または一部に供
給する、前記収納箱に収納されている電力供給部を備えた
　ことを特徴とする、請求項１記載の電子救急箱。
【請求項１７】
　さらに、音を入力するマイクと、
　前記マイクによって入力された音を送信するための通信端子とを備え、
　前記マイクおよび前記通信端子が前記収納箱に収納されている
　ことを特徴とする、請求項１記載の電子救急箱。
【請求項１８】
　前記ディスプレイがユーザに対する問診事項を表示し、
　さらに、前記ディスプレイにおける問診に対する問診結果を入力する問診結果入力部と
、
　前記問診結果入力部が入力した問診結果を送信するための通信端子とを備え、
　前記問診結果入力部および前記通信端子が収納箱に収納されている
　ことを特徴とする、請求項１記載の電子救急箱。
【請求項１９】
　前記通信端子は、前記問診結果の通信相手先からの所定の情報を入力するものでもあっ
て、
　前記ディスプレイは、前記通信端子によって入力された前記通信相手先からの情報をも
表示することを特徴とする請求項１８記載の電子救急箱。
【請求項２０】
　前記通信端子は、前記問診結果の通信相手先からの所定の情報を入力するものでもあっ
て、
　さらに、前記収納箱に収納され、前記通信端子によって入力された前記通信相手先から
の情報を、音を用いて出力するスピーカを備えた
　ことを特徴とする請求項１８記載の電子救急箱。
【請求項２１】
　さらに、ユーザに対する問診事項を音で出力するスピーカと、
　前記スピーカからの問診に対する問診結果を入力する問診結果入力部と、
　前記問診結果入力部が入力した問診結果を通信するための通信端子とを備え、
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　前記スピーカ、前記問診結果入力部、および前記通信端子が前記収納箱に収納されてい
る
　ことを特徴とする、請求項１記載の電子救急箱。
【請求項２２】
　前記通信端子は、前記問診結果の通信相手先からの所定の情報を入力するものでもあっ
て、
　前記スピーカは、前記通信端子によって入力された前記通信相手先からの情報をも、音
を用いて出力することを特徴とする請求項２１記載の電子救急箱。
【請求項２３】
　前記通信端子は、前記問診結果の通信相手先からの所定の情報を入力するものでもあっ
て、
　前記ディスプレイは、前記収納箱に収納され、前記通信端子によって入力された前記通
信相手先からの情報を表示する
　ことを特徴とする請求項２１記載の電子救急箱。
【請求項２４】
　さらに、ユーザの暗証番号を入力する暗証番号入力部を備え、
　前記バイタルセンサーによって測定された測定値、および／または前記電子スコープに
よって撮影された対象物は、前記暗証番号入力部に入力された暗証番号と対応して管理さ
れることを特徴とする請求項１から２３のいずれかに記載の電子救急箱。
【請求項２５】
　前記複数のバイタルセンサーの全部または一部、および／または前記電子スコープは、
電力を蓄積する電力蓄積部を有することを特徴とする請求項１から２３のいずれかに記載
の電子救急箱。
【請求項２６】
　前記ディスプレイが、さらに、前記電子救急箱の使用方法を表示することを特徴とする
請求項１から２３のいずれかに記載の電子救急箱。
【請求項２７】
　前記使用方法の全部または一部は、イメージ画像によって表示されることを特徴とする
請求項２６記載の電子救急箱。
【請求項２８】
　前記イメージ画像は、前記バイタルセンサーによって測定される測定値をグラフ化した
画像であることを特徴とする請求項２７記載の電子救急箱。
【請求項２９】
　前記ディスプレイは、タッチパネル式の液晶ディスプレイであって、
　その液晶ディスプレイの所定の部分がユーザにタッチされることによって表示内容を変
更することを特徴とする請求項２６から２８のいずれかに記載の電子救急箱。
【請求項３０】
　さらに、電子救急箱の使用方法を音で出力する、スピーカを備えたことを特徴とする請
求項１から２３のいずれかに記載の電子救急箱。
【請求項３１】
　前記ディスプレイが、さらに、電子救急箱の使用方法を表示し、
　さらに、前記使用方法の出力を、前記スピーカからの音を用いたものから、前記ディス
プレイによる表示に変更するための指示を入力する変更指示入力部を備えたことを特徴と
する請求項３０記載の電子救急箱。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、心電計や血圧計などのバイタルセンサーを複数個収納する電子救急箱に関する
ものである。
【０００２】
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【従来の技術】
近年、健康への関心の高さや超高齢社会の到来にともない、健康状態の把握等のために、
例えば心電や血圧等を家庭において測定することができる心電計や血圧計等が開発されて
きている。そのような心電計や血圧計等といった医療機器はバイタルセンサーと呼ばれ、
家庭において利用されるバイタルセンサーは、小型化され、かつ携帯可能なものとなって
いる。さらには、そのような小型化された複数のバイタルセンサーを、一つの収納ボック
スに収納した電子救急箱というものも開発されてきている。図３６に、セコム株式会社／
セコム在宅医療システム株式会社の、オンライン・メディカル・チェック・システムＭ ed
i Ｄ ataに用いられている電子救急箱の斜視図を示す。
【０００３】
また、マルチメディアの普及にともない、在宅医療や、遠隔医療や、遠隔往診のシステム
化が求められている。
【０００４】
そのような要求に対するシステムとして、上述したセコム株式会社／セコム在宅医療シス
テム株式会社のＭ edi Ｄ ataというものが知られている。そのＭ edi Ｄ ataは、上述した電
子救急箱とナースセンターとを通信回線にて接続し、例えば在宅療養中の患者が、電子救
急箱に収納されているバイタルセンサーを用いて血圧を測定し、その測定値をナースセン
ターに送信し、ナースセンターでは、測定値を受信し蓄積するとともに、測定値の推移等
を医師に報告し、医師が報告された測定値に基づいて電話等を用いて遠隔医療を行うとい
うものである。
【０００５】
また、在宅医療や遠隔医療を行う別のシステムとして、フクダ電子株式会社の在宅医療支
援システムというものも知られている。そのシステムは、家庭に設置する在宅用端末装置
に、複数のバイタルセンサー、および在宅療養中の患者の顔等の様子を撮影するカメラを
接続し、バイタルセンサーによって測定された測定値とともに、患者の映像を通信回線を
用いてセンター側に送信し、センター側が、バイタルセンサーによって測定された測定値
のみならず、患者の様子をも把握するというものである。また、センター側にもカメラを
設けて、センター側の医師や看護婦等の顔を患者に知らせ、遠隔医療に対する患者の不安
を取り除くこともできるものである。さらに、在宅用端末装置およびセンター側に通話器
を設けて、音声によるコミュニケーションを図ることもできるようにもなっている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述したセコム株式会社／セコム在宅医療システム株式会社の、オンライ
ン・メディカル・チェック・システムＭ edi Ｄ ataに用いられている従来の電子救急箱に
は、患者の顔等の様子を撮影するカメラが設けられていない。他方、フクダ電子株式会社
の在宅医療支援システムでは、在宅用端末装置にカメラを接続することはできるが、その
カメラは実質上固定されて使用されるものであり、ハンディタイプのものではないので、
一度固定されると、ある程度の視野範囲の映像を撮影することはできても、例えばある時
は患者の顔を撮影し、別のある時は患者の足を局部的に撮影するということはできない。
【０００７】
そこで、本発明は、従来の電子救急箱には、対象物を撮影するカメラが設けられておらず
、またカメラを接続することができる在宅用端末装置であっても、撮影対象物および／ま
たは撮影角度をフレキシブルに変更することができないという課題を考慮し、撮影対象物
および／または撮影角度をフレキシブルに変更して撮影するすることができる手段を備え
た電子救急箱を提供することを目的とするものである。
【０００８】
また、上述した従来の電子救急箱では、各バイタルセンサーによって測定された測定値の
メモリへの入力は、使用者が測定値を確認し、テンキーを用いて手入力することによって
行われる。このようにテンキーを用いての測定値の手入力は、使用者にとって煩わしい作
業であり、また誤入力することもある。さらには測定値を偽りごまかして入力することも
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可能となる。
【０００９】
そこで、本発明は、従来の電子救急箱では、バイタルセンサーによって測定した測定値を
メモリへ入力するさい、使用者に手入力させるという課題を考慮し、使用者に手入力させ
ることなく測定値をメモリに入力することができるバイタルセンサーを備えた電子救急箱
を提供することを目的とするものである。
【００１０】
また、上述した従来の電子救急箱では、各バイタルセンサーによって測定された測定値を
記録するメモリと、例えば３０日間の測定値の推移をグラフ化して表示するディスプレイ
とが備えられているが、そのディスプレイに表示されるグラフでは、測定値の日毎の変動
が明確に表現されないことがある。例えば、変動の大きさに比べて表示領域が大きすぎる
場合や、表示スケールが適当でない場合には、測定値の日毎の変動が明確に表現されない
。
【００１１】
そこで、本発明は、従来の電子救急箱のディスプレイでは、バイタルセンサーによって測
定し、記録した所定の期間の測定値の変動が明確に表示されないことがあるという課題を
考慮し、バイタルセンサーによって測定し記録された所定の期間の測定値の変動を明確に
表示するディスプレイを備えた電子救急箱を提供することを目的とするものである。
【００１２】
また、従来の電子救急箱では、各バイタルセンサーによって測定された測定値をディスプ
レイに表示することはできるが、例えば視力の弱い使用者にとっては、表示された測定値
を見ることに抵抗を感じることがある。つまり、使用者によっては、または使用状況によ
っては、測定値がディスプレイに視覚的に表示されるのではなく、音によって聴覚的に測
定値が知らされた方が都合がよいことがある。
【００１３】
そこで、本発明は、従来の電子救急箱では、バイタルセンサーによって測定された測定値
は、音では出力されないという課題を考慮し、バイタルセンサーによって測定された測定
値を、音を用いて出力するスピーカを備えた電子救急箱を提供することを目的とするもの
である。
【００１４】
また、上述した従来の電子救急箱では、各バイタルセンサーによって測定された測定値を
、ナースセンター等の管理部署に通信回線を用いて送信することができるようにはなって
いるが、例えば在宅療養中の患者の患部等を撮影するカメラが設けられていないので、そ
のような撮影映像を管理部署に送信することができない。
【００１５】
そこで、本発明は、従来の電子救急箱には、例えば在宅療養中の患者の患部等を撮影する
カメラが設けられていないという課題を考慮し、対象物を撮影する手段を備えるとともに
、その撮影手段によって撮影された対象物を通信相手先に送信することができる電子救急
箱を提供することを目的とするものである。また、通信相手先からの情報を受信し、双方
向通信可能な電子救急箱を提供することをも目的とするものである。
【００１６】
さらに、上述した従来の電子救急箱では、各バイタルセンサーによって測定された測定値
を、ナースセンター等の管理部署に通信回線を用いて送信することができるようにはなっ
ているが、遠隔医療を行う場合、測定値を受信した後、管理部署の医師や看護婦は、測定
値を送信してきた電子救急箱の使用者に対して、電話等で健康状態を問診する必要がある
。しかしながら、あらかじめ問診事項に対する回答を、各バイタルセンサーによって測定
された測定値とともに、管理部署に送信しておくと、管理部署の医師や看護婦は、送信相
手に対して問診する必要がなくなり、医療行為に時間的余裕が生まれることになる。
【００１７】
そこで、本発明は、従来の電子救急箱では、電子救急箱の使用者に対して、健康状態を問
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診していなかったという課題を考慮して、電子救急箱の使用者に対して、健康状態を問診
する電子救急箱を提供することを目的とするものである。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
　第１の本発 、生体の所定の生物的、化学的または物理的な状態を測定する複数のバ
イタルセンサーと、所定の対象物を撮影する 電子スコープと、前記複数
のバイタルセンサーおよび前記電子スコープを収納する収納箱とを備え

　ことを特徴とする電子救急箱である。
【００２２】
　第 の本発 、前記電子スコープが、前記対象物に光を発する照明部を有することを
特徴とする 電子救急箱である。
【００２４】
　第 の本発 、 測定によって得られた測定値を電波を利用し
て送信する 、 前記バイタルセンサーからの測定値を受信する受信セン
サーと、その受信センサーによって受信された測定値を記録するメモリと 記受
信センサ よび前記メモリ 収納箱 ことを特徴とする

電子救急箱である。
【００２５】
　第 の本発 、 電波が、所定の波長の赤外光であることを特徴とする

の電子救急箱である。
【００２６】
　第 の本発 、 なくとも前記複数のバイタルセンサーを収納する蓋付き収
納 備え、前記蓋は、開閉するさいの実質上軸となる軸部を有し、その軸部は、前記収
納箱本体が前記軸部に対して前方部と後方部とを有するように前記収納箱に設けられ、さ
らに、前記蓋は、電子救急箱使用時には、前記軸部が利用されて電子救急箱の底部に対し
て立った状態で固定できるものであることを特徴とする 電子救急箱であ
る。
【００２７】
　第 の本発 、 前記収納箱の蓋の内側に固定して設けられ、前
記バイタルセンサーによって測定された測定値を表示す とを特徴とする
の電子救急箱である。
【００２９】
　第 の本発 、 記ディスプレイは可動式のものであって、前記収納箱は前記ディス
プレイを固定するディスプレイ固定部を有し、さらに、前記ディスプレイは、非使用時に
は前記収納箱の底部に寝た状態となり、使用時には前記ディスプレイ固定部が利用されて
前記収納箱の底部に対して立った状態で固定できるものであることを特徴とする

電子救急箱である。
【００３０】
　第 の本発 、 バイタルセンサーによって測定された測定値を記録する

メモリ 、 前記バイタルセンサ
ーによって測定された測定値、および／または前記メモリに記録された複数の測定値を表
示し、その表示する測定値を基準として表示範囲および／または表示スケールを決定
ことを特徴とする 電子救急箱である。
【００３１】
　第 の本発 、 記基準とする測定値は最新の測定値であり、前記決定すべきものは
表示範囲であることを特徴とする 電子救急箱である。
【００３２】
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　第１ の本発 、 記複数のバイタルセンサーのうちの少なくとも一つが、前記所定
の状態の上下限を実質上同時に測定するさい、
　前記ディスプレイが、前記測定された上下限の測定値、および／または前記メモリに記
録された複数の測定値を、表示領域を分割して前記上下限毎に同時に表示する
　ことを特徴とする 電子救急箱である。
【００３３】
　第１ の本発 、 記バイタルセンサーによって測定された測定値を、音を
用いて出力する スピーカ ことを特徴とする

電子救急箱である。
【００３４】
　第１ の本発 、 記バイタルセンサーによって測定された測定値、および
／または前記電子スコープによって撮影された対象物を記録するメモリと、前記バイタル
センサーによって測定された測定値、前記電子スコープによって撮影された対象物、前記
メモリに記録されている測定値、および前記メモリに記録されている対象物の全部または
一部を送信するための通信端子と 記メモ よび前記通信端子 収納箱

ことを特徴とする 電子救急箱である。
【００３５】
　第１ の本発 、 記通信端子が、通信相手先からの所定の情報を受信するものでも
あって、 前記バイタルセンサーによって測定された測定値 記メ
モリに記録されている測定値、および前記メモリに記録されている対象物の全部または一
部を表示するとともに、前記通信端子によって入力された前記通信相手先からの情報を表
示す とを特徴とする の電子救急箱である。
【００３６】
　第１ の本発 、 記ディスプレイに表示される前記通信相手先からの情報のうちの
一つは、前記ディスプレイの所定の位置を特定するための矢印情報であって、その矢印は
、前記ディスプレイに表示されている前記バイタルセンサーによって測定された測定値、
前記電子スコープによって撮影された対象物、前記メモリに記録されている測定値、およ
び前記メモリに記録されている対象物の全部または一部とともに前記ディスプレイに表示
されることを特徴とする の電子救急箱である。
【００３７】
　第 の本発 、 記矢印情報 、前記矢印を前記ディスプレイに表示させるさいの
前記位置の座標の情報であって、前記ディスプレイが、表示する矢印の形態情報を有して
おり、前記通信相手先からの前記座標情報に基づいて矢印を表示することを特徴とする

電子救急箱である。
【００３８】
　第 の本発 、 記バイタルセンサーと接触しないように設けられ、電子
救急箱外部からの電力を、電磁誘導による電磁波を用いて前記複数のバイタルセンサーの
全部または一部に供給する 電力供給部 ことを特徴
とする 電子救急箱である。
【００３９】
　第 の本発 、 音を入力するマイクと、前記マイクによって入力された音
を送信するための通信端子と 記マイ よび前記通信端子 収納箱

ことを特徴とする 電子救急箱である。
【００４０】
　第 の本発 、 ユーザに対する問診事項を表示 、 前
記ディスプレイにおける問診に対する問診結果を入力する問診結果入力部と、前記問診結
果入力部が入力した問診結果を送信するための通信端子と 記問診結果入力
よび前記通信端子 収納箱 ことを特徴とする 電子救急
箱である。
【００４１】
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　第 の本発 、 記通信端子 前記問診結果の通信相手先からの所定の情報を入
力するものでもあって、前記ディスプレイが、前記通信端子によって入力された前記通信
相手先からの情報をも表示することを特徴とする 電子救急箱である。
【００４２】
　第２ の本発 、 記通信端子 、前記問診結果の通信相手先からの所定の情報を入
力するものでもあって、さらに 記収納箱に収納され、前記通信端子によって入力され
た前記通信相手先からの情報を、音を用いて出力するスピーカを備えたことを特徴とする

電子救急箱である。
【００４３】
　第２ の本発 、 ユーザに対する問診事項を音で出力するスピーカと、前記
スピーカからの問診に対する問診結果を入力する問診結果入力部と、前記問診結果入力部
が入力した問診結果を通信するための通信端子と 、前記スピーカ、前記問診結果入
力部、および前記通信端子 収納箱 ことを特徴とする

電子救急箱である。
【００４４】
　第 の本発 、 記通信端子 、前記問診結果の通信相手先からの所定の情報を入
力するものでもあって、前記スピーカが、前記通信端子によって入力された前記通信相手
先からの情報をも、音を用いて出力することを特徴とする 電子救急箱で
ある。
【００４５】
　第２ の本発 、 記通信端子は、前記問診結果の通信相手先からの所定の情報を入
力するものでもあって、 前記収納箱に収納され、前記通信端子によ
って入力された前記通信相手先からの情報を表示 ことを特徴とする の
電子救急箱である。
【００４６】
　第２ の本発 、 らに、ユーザの暗証番号を入力する暗証番号入力部を備え、前記
バイタルセンサーによって測定された測定値、および／または前記電子スコープによって
撮影された対象物が、前記暗証番号入力部に入力された暗証番号と対応して管理されるこ
とを特徴とする 電子救急箱である。
【００４７】
　第 の本発 、 記複数のバイタルセンサーの全部または一部、および／または前
記電子スコープが、電力を蓄積する電力蓄積部を有することを特徴とする

電子救急箱である。
【００４８】
　第 の本発 、 さらに、 電子救急箱の使用方法を表示す

とを特徴とする 電子救急箱である。
【００４９】
　第 の本発 、前記使用方法の全部または一部 、イメージ画像 表示
ることを特徴とする 電子救急箱である。
【００５０】
　第 の本発 、 イメージ画像 、 バイタルセンサーによって測定される測
定値をグラフ化した画像であることを特徴とする 電子救急箱である。
【００５１】
　第 の本発 、 ディスプレイ 、タッチパネル式の液晶ディスプレイであって
、その液晶ディスプレイの所定の部分がユーザにタッチされることによって表示内容を変
更することを特徴とする 電子救急箱である。
【００５２】
　第 の本発 、 らに、電子救急箱の使用方法 で出力する スピーカを備えた
ことを特徴とする 電子救急箱である。
【００５３】
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　第３ の本発 、 さらに、電子救急箱の使用方法を表示
前記使用方法の出力を、前記スピーカからの音を用いたものから、前記ディスプレ

イによる表示に変更するための指示を入力する変更指示入力 備えたことを特徴とする
電子救急箱である。

【００５５】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
【００５６】
（実施の形態１）
先ず、本発明の実施の形態１の電子救急箱の構成を述べる。
【００５７】
図１に、本発明の実施の形態１の電子救急箱の蓋を開けたときの電子救急箱の斜視図を示
す。図２に、本発明の実施の形態１の電子救急箱の蓋を開けたときの電子救急箱の側面図
を示す。図３に、本発明の実施の形態１の電子救急箱の蓋を開け、図２において矢印符号
Ａの方向から見たときの電子救急箱の上面図を示す。図４に、本発明の実施の形態１の電
子救急箱の蓋を、電子救急箱の底面に対して実質上垂直に開けるとともに、電子救急箱に
備えられている電子スコープも電子救急箱の底面に対して実質上垂直に立てたときの電子
救急箱の蓋の内側正面図を示す。
【００５８】
図１から４に示すように、本発明の実施の形態１の電子救急箱は、心電計１と、血圧計２
と、耳孔体温計３と、血糖計４と、電子スコープ５と、受け台６と、ＬＥＤ７と、受信セ
ンサー８と、メモリ９と、ディスプレイ１０と、スピーカ１１と、マイク１２と、通信端
子１３と、収納箱１４から構成される。
【００５９】
心電計１は、心電を測定する手段であって、図３に示すように、人体の左右の腕それぞれ
と接触するクッリプ状の左腕用接触部１ａと右腕用接触部１ｂから構成され、それら左腕
用接触部１ａおよび右腕用接触部１ｂは、電子救急箱本体と接続コードによって接続され
ており、測定値を電気信号を用いて接続コードを介してＬＥＤ７に送信する手段である。
なお、左腕用接触部１ａおよび右腕用接触部１ｂ内部には、心電を測定する回路が組み込
まれてあって、心電測定時には、その回路が利用される。
【００６０】
血圧計２は、血圧および脈拍を測定する手段であって、ハンディタイプのものであり、電
子救急箱本体とは接続コードによって接続されておらず、測定値を所定の波長の赤外光を
用いて受信センサー８に送信する手段である。
【００６１】
耳孔体温計３は、体温を測定する手段であって、血圧計２と同様にハンディタイプのもの
であり、電子救急箱本体とは接続コードによって接続されておらず、測定値を所定の波長
の赤外光を用いて受信センサー８に送信する手段である。
【００６２】
血糖計４は、血液中の糖濃度を測定する手段であって、採血用ハリ４ａと、センサーチッ
プ４ｂと、接続ジャック４ｃとを有し、収納箱１４に収納されるさい、血糖計４、採血用
ハリ４ａ、センサーチップ４ｂおよび接続ジャック４ｃは、それぞれ別々に収納される。
また、血糖計４は、ハンディタイプのものであり、血糖値を測定するさい、センサーチッ
プ４ｂが装着されて使用され、センサーチップ４ｂを利用して、採血用ハリ４ａによって
採取された血液の血糖値を測定するものである。また、測定したデータを電子救急箱本体
に送信するさい、血糖計４は、接続ジャック４ｃと接続され、さらに、その接続ジャック
４ｃは電子救急箱本体と接続され、測定データは、電気信号が用いられて接続ジャック４
ｃを介して、血糖計４から電子救急箱本体のＬＥＤ７に送信される。採血用ハリ４ａは人
体から血液を採取するものであり、センサーチップ４ｂは採血用ハリ４ａによって採血さ
れた血液中の糖分濃度を測定するためのものであり、接続ジャック４ｃは血糖計４と電子
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救急箱本体とを接続するものである。
【００６３】
なお、請求項１、７、９、１１、１３、１６、１７、２１および２２の本発明の電子救急
箱のバイタルセンサーの一例として、心電計１、血圧計２、耳孔体温計３および血糖計４
を用いた。
【００６４】
電子スコープ５は、所定の対象物を撮影する手段であって、その対象物に対して光を発す
る照明部を有するものであり、受け台６に対して脱着可能なものである。
【００６５】
受け台６は、接続部６ａを有しており、その接続部６ａを介して収納箱１４本体と接続さ
れ、また、接続部６ａを支点として回動自在なものであって、かつ所定の角度で固定でき
るとともに、電子スコープ５を収納する手段である。
【００６６】
ＬＥＤ７は、心電計１および血糖計４からの、電気信号を用いて送信されてくる各測定値
を、所定の波長の赤外光に変換して受信センサー８に送信する手段である。
【００６７】
受信センサー８は、血圧計２、耳孔体温計３およびＬＥＤ７からの所定の波長の赤外光を
受信する手段である。
【００６８】
メモリ９は、収納箱１４本体に埋め込まれて設置され、受信センサー８によって受信され
た赤外光に基づいて各測定値を記録するとともに、電子スコープ５によって記録された対
象物の映像を記録する手段である。
【００６９】
ディスプレイ１０は、心電計１、血圧計２、耳孔体温計３および血糖計４によって測定さ
れた各測定値や、電子スコープ５によって撮影された対象物や、本発明の実施の形態１の
電子救急箱の使用方法等を表示する手段である。そのディスプレイ１０は、タッチパネル
式の液晶ディスプレイであって、所定の部分がタッチされると表示内容を変更するもので
ある。
【００７０】
スピーカ１１は、心電計１、血圧計２、耳孔体温計３および血糖計４によって測定された
各測定値や、本発明の実施の形態１の電子救急箱の使用方法等を、音を用いて出力する手
段である。
【００７１】
マイク１２は、本発明の実施の形態１の電子救急箱の使用者の声等の音を集音する手段で
ある。
【００７２】
通信端子１３は、心電計１、血圧計２、耳孔体温計３および血糖計４によって測定された
各測定値や、電子スコープ５によって記録された対象物等を、通信回線を用いて通信相手
先に送信するための手段である。
【００７３】
収納箱１４は、蓋１５を有し、上述した心電計１から通信端子１３の全部を収納する手段
である。蓋１５は、開閉するさいの実質上軸となる軸部１６を有し、その軸部１６を介し
て収納箱１４本体に設置されるとともに、収納箱１４本体に対して、所定の傾斜角度で固
定できるものである。なお、心電計１、血圧計２、耳孔体温計３、血糖計４、電子スコー
プ５、受け台６、ＬＥＤ７、受信センサー８およびメモリ９は、収納箱１４本体に収納さ
れ、ディスプレイ１０、スピーカ１１およびマイク１２は、蓋１５の内側に設けられ、通
信端子１３は、収納箱１４本体外面に設けられているものとする。
【００７４】
なお、図１から４には図示していないが、本発明の実施の形態１の電子救急箱には、電子
救急箱の使用方法をディスプレイ１０およびスピーカ１１から出力させるためのプログラ
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ムを格納したプログラム記録媒体が内蔵されている。
【００７５】
また、本発明の実施の形態１の電子救急箱は、その電子救急箱とは別の、測定した値を所
定の波長の赤外光を用いて電子救急箱に送信することができる体重計からのデータを受信
することができるものであるとする。そのさい、ＬＥＤ７が、その体重計からのデータを
受信するものとする。
【００７６】
また、本発明の実施の形態１の電子救急箱は、通信端子１３を介して、病院のパソコンと
接続されているものとする。
【００７７】
さらに、図３については、一度説明したが、あらためて説明すると、心電計１、血圧計２
、耳孔体温計３、血糖計４、電子スコープ５、受け台６、ＬＥＤ７、受信センサー８およ
びメモリ９を収納箱１４本体に収納し、蓋１５を開けたときの収納箱１４本体上面図であ
る。
【００７８】
次に、本発明の実施の形態１の電子救急箱の動作を述べる。
【００７９】
先ず、使用者が、電子救急箱の電源を入れるとともに、図１および２に示すように収納箱
１４の蓋１５を開ける。
【００８０】
電子救急箱に電源が入ると、蓋１５の内側に設けられているディスプレイ１０は、プログ
ラム記録媒体に内蔵されているプログラムに基づいて、電子救急箱の使用方法を表示し始
める。また同様に、スピーカ１１も、プログラム記録媒体に内蔵されているプログラムに
基づいて、電子救急箱の使用方法を、音で出力し始める。
【００８１】
図５に、電子救急箱に電源が入ってから最初にディスプレイ１０に表示される表示内容を
示す。図５は、電子救急箱が、使用者を特定するために、使用者に名前および暗証番号を
入力させるための表示画面を示す図である。ところでなぜ使用者を特定するのかというと
、電子救急箱が、各バイタルセンサーによって測定される測定値、または電子スコープ５
によって撮影される映像を使用者毎に対応付けして管理するためである。またそれととも
に、各使用者の測定値および撮影映像のプライバシーを保護するためでもある。さて、デ
ィスプレイ１０が図５の内容を表示すると、使用者は、ディスプレイ１０上の、「おじい
さん」、「おばあさん」、「登録待３」または「登録待４」のいずれかの部分をタッチす
る。ところで、「おじいさん」および「おばあさん」の表示は、すでに「おじいさん」と
「おばあさん」の名前および暗証番号が登録されていることを意味し、「登録待３」およ
び「登録待４」の表示は、使用者の名前および暗証番号が登録されていないことを意味す
る。
【００８２】
さて、使用者が「おじいさん」または「おばあさん」であってあらかじめ名前および暗証
番号が登録されている場合は、使用者は、該当する部分をタッチし、さらに「暗証番号」
をタッチして使用者の暗証番号を入力し、図９に示す次のステップへ進む。それに対して
、使用者が「おじいさん」または「おばあさん」ではなく、名前および暗証番号が登録さ
れていない場合は、使用者は、「登録待３」または「登録待４」のいずれかの部分をタッ
チする。使用者は、後に何度も電子救急箱を使用し、各バイタルセンサーによって測定さ
れる測定値、および／または電子スコープ５によって撮影される映像を電子救急箱に管理
させておくために、「登録待３」または「登録待４」をタッチする。使用者によって「登
録待３」または「登録待４」がタッチされた場合、ディスプレイ１０は、図７に示す内容
を表示し、使用者にタッチパネルを利用させて名前を登録させ、その登録の後に使用者に
よって「確定」部分がタッチされると、次に、ディスプレイ１０は、図８に示す内容を表
示し、使用者に再度タッチパネルを利用させて例えば４けたの暗証番号を登録させる。こ
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のようにして、使用者に、名前および暗証番号を登録させると、以後その名前および暗証
番号は、名前および暗証番号を登録させる前にタッチさせた「登録待３」または「登録待
４」と対応付けられて電子救急箱に管理されることになる。また、名前および暗証番号が
登録されると、ディスプレイ１０は、図９に示す内容を表示する。
【００８３】
以上説明したようにして、使用者がディスプレイ１０の表示にしたがって操作すると、デ
ィスプレイ１０は、図９の内容を表示することになる。
【００８４】
なお、以下の説明の便宜上、電子救急箱の使用者は「おじいさん」であるとする。したが
って、この場合、ディスプレイ１０は、図５の内容を表示すると、使用者によってディス
プレイ１０上の「おじいさん」の部分がタッチされる。このように「おじいさん」の部分
がタッチされると、ディスプレイ１０は、図６に示すように、そのタッチされた「おじい
さん」の部分を点滅させて表示するものとする。なお、図６において、「おじいさん」を
表示している部分の斜線は、その「おじいさん」を表示している部分が点滅していること
を表しているものとする。また、上述したように以下の説明の便宜上、電子救急箱の使用
者は「おじいさん」であるとしたが、使用者が「おじいさん」ではなく、ディスプレイ１
０が図５の内容を表示したさい、使用者によって「おばあさん」、「登録待３」または「
登録待４」がタッチされた場合であっても、ディスプレイ１０は、タッチされた部分を点
滅させて表示するものとする。さらに、以下の説明においても、使用者によってディスプ
レイ１０の所定の部分がタッチされた場合、ディスプレイ１０は、そのタッチされた部分
を点滅させて表示するものとする。
【００８５】
また、上述した説明では、ディスプレイ１０の表示のみによる電子救急箱の使用方法を説
明したが、使用方法は、スピーカ１１からの音を用いても同時に説明されるものとする。
同様に、以下での説明において、ディスプレイ１０の表示とともに、スピーカ１１からの
音の出力によっても、電子救急箱の使用方法は説明されるものとする。
【００８６】
また、上述した説明では、請求項２９の本発明の暗証番号入力部は、ディスプレイ１０が
該当する。
【００８７】
さらに、本発明の実施の形態１の電子救急箱の構成を述べるさいに説明したように、ディ
スプレイ１０は、タッチパネル式の液晶ディスプレイであるので、使用者にとって、ディ
スプレイ１０の表示内容を変更する場合、テンキーやマウス等を用いる必要がないので便
利である。
【００８８】
さて、図９は、使用者に、電子救急箱の各バイタルセンサーまたは電子スコープ５を使用
するのか、測定値や撮影映像がメモリ９に格納されている場合に、その格納されているデ
ータをディスプレイ１０に表示させるのか、または電子救急箱と通信回線で接続されてい
る病院のパソコンと通信するのかの、いずれかを選択させるための表示画面を示す図であ
る。
【００８９】
このように、ディスプレイ１０によって図９の内容が表示されたとき、使用者は、先ず、
各バイタルセンサーおよび電子スコープ５を使用するものとする。このとき、使用者はデ
ィスプレイ１０上の「測定／記録」をタッチし、ディスプレイ１０は、「測定／記録」が
タッチされると、図１０に示すように、「測定／記録」の部分を点滅させて表示し、その
後表示内容を図１１に示す内容に変更する。なお、図１０において、「測定／記録」を表
示している部分の斜線は、図６の「おじいさん」の部分に付されている斜線と同様に、「
測定／記録」を表示している部分が点滅していることを表しているものとする。
【００９０】
ところで、図１１は、使用者に、電子救急箱の各バイタルセンサーおよび電子スコープ５
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のうちのいずれを使用するのかを特定させるための表示画面を示す図である。図１１に示
す、「体温」、「血圧」、「心電」、「スコープ」、「血糖値」および「体重」それぞれ
は、電子救急箱の耳孔体温計３、血圧計２、心電計１、電子スコープ５および血糖計４そ
れぞれ対応するものであって、各バイタルセンサーによって測定される測定値をグラフ化
したイメージ画像とともに表示される。なお、図１１に示す「脈拍」は、血圧計２によっ
て測定されるものであるので、その血圧計２に対応するものである。また、「体重」は、
電子救急箱外部の体重計に対応するものである。
【００９１】
さて、ディスプレイ１０に図１１の内容が表示されたとき、使用者は、先ず、「体温」を
測定しようとするものとする。このとき、使用者は、ディスプレイ１０上の「体温」をタ
ッチし、電子救急箱から耳孔体温計３を取り出して、耳孔体温計３を耳孔に接触させて体
温を測定する。耳孔体温計３は、コードレスなバイタルセンサーであるので、使用者にと
って取り扱いが便利なものである。さて、体温を測定し終わると、使用者は耳孔体温計３
に設けられている送信スイッチを押し、耳孔体温計３は、送信スイッチが押されると、測
定値を所定の波長の赤外光を用いて受信センサー８に送信する。このように、使用者に送
信スイッチを押させて測定値を送信させることにより、使用者にテンキーを用いて測定値
を入力させる場合に起こりうる誤入力、またはごまかした値の入力を防止することができ
る。また、使用者にとっては、テンキーを用いて測定値を入力するという煩わしい作業を
する必要がなくなることになる。さて、受信センサー８は、耳孔体温計３からの測定値を
受信すると、その旨の情報をスピーカ１１に出力するとともに、メモリ９に測定値の情報
を出力する。そして、スピーカ１１は、受信センサー８が耳孔体温計３から測定値を受信
した旨の情報を音で出力する。例えば、スピーカ１１は、「測定値を受信しました」とい
う文言を音で出力する。このように音によって測定値の受信情報が出力されると、使用者
は、測定された測定値が電子救急箱本体に受信されたことを確認することができる。他方
、メモリ９は、受信センサー８からの測定値を入力すると、ディスプレイ１０に、図１２
に示すように、測定値を数字で表示させるとともに、受信センサー８から入力した測定値
を含めて過去５日間の測定値をグラフ化して表示させる。そのさい、ディスプレイ１０は
、グラフ上の最終測定値、いいかえると最新の測定値を点滅させて表示する。図１２では
、１１月１１日の測定値が最終測定値であって、その最終測定値が黒丸として表示されて
おり、その黒丸部分が点滅して表示されることを表すものとする。また、ディスプレイ１
０は、グラフを表示するさい、最終測定値を基準とし、その最終測定値の上下所定の範囲
を表示範囲として決定して表示する。例えば、表示範囲は、最終測定値のプラス１．５℃
、マイナス２℃が収まり、３．５℃の幅を有する範囲とし、表示期間内の各測定値が表示
画面の実質上中央部に表示されるように決定される。つまり、表示範囲が測定値の変動に
比べて大きくなるとその変動は明確にならないので、表示範囲を決定するさい、測定値の
変動が明確になるように決定されるということである。このように、最終測定値を基準と
し、その最終測定値の上下所定の範囲を表示範囲として決定することによって、日々の測
定値の変動は明確になる。また、ディスプレイ１０は、測定値の変動を明確にするために
、表示スケールを調整して表示する。さらに、ディスプレイ１０は、図１２に示すように
、最終測定値を含めて過去５日間の測定値をグラフ化して表示するさい、表示画面の左下
に、最終測定値を含めて過去３０日間の測定値をグラフ化して表示するように、表示内容
を変更するための「３０日間表示」という部分をあわせて表示する。そして、使用者によ
ってその「３０日間表示」という部分がタッチされると、ディスプレイ１０は、図１３に
示すように、最終測定値を含めて過去３０日間の測定値をグラフ化して表示する。そのグ
ラフ表示についても、表示期間内の各測定値が表示画面の実質上中央部に表示されるよう
に、表示範囲は、最終測定値を基準とし、その最終測定値の上下所定の範囲が表示範囲と
なるように決定される。加えて、表示スケールについても、測定値の変動が明確になるよ
うに決定される。また、ディスプレイ１０は、図１３に示すように、最終測定値を含めて
過去３０日間の測定値をグラフ化して表示するさい、表示画面の左下に、最終測定値を含
めて過去５日間の測定値をグラフ化して再表示するように、表示内容を変更するための「
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５日間表示」という部分をあわせて表示する。使用者によってその「５日間表示」という
部分がタッチされると、ディスプレイ１０は、図１２に示す、５日間の測定値のグラフを
再表示することになる。ところで、受信センサー８によって受信された測定値は、スピー
カ１１から音としても出力される。さて、使用者は、図１２または１３の表示内容を確認
し、「もどる」という部分をタッチすると、ディスプレイ１０には、再度図１１の内容が
表示されることになる。
【００９２】
次に、ディスプレイ１０に図１１の内容が表示されたとき、使用者が、「血圧」および／
または「脈拍」を測定しようとするものとする。このとき、使用者は、ディスプレイ１０
上の「血圧」または「脈拍」をタッチし、電子救急箱から血圧計２を取り出し、血圧計２
を腕に巻いて血圧および脈拍を測定する。なお、血圧と脈拍は、血圧計２によって実質上
同時に測定されるものである。また、血圧計２は、コードレスなバイタルセンサーである
ので、使用者にとって取り扱いが便利なものである。さて、血圧および脈拍を測定し終わ
ると、使用者は血圧計２に設けられている送信スイッチを押し、血圧計２は、送信スイッ
チが押されると、測定値を所定の波長の赤外光を用いて受信センサー８に送信する。この
ように、使用者に送信スイッチを押させて測定値を送信させることにより、使用者にテン
キーを用いて測定値を入力させる場合に起こりうる誤入力、またはごまかした値の入力を
防止することができる。さて、受信センサー８は、血圧計２からの測定値を受信すると、
その旨の情報をスピーカ１１に出力するとともに、メモリ９に測定値の情報を出力する。
そして、スピーカ１１は、受信センサー８が血圧計２から測定値を受信した旨の情報を音
で出力する。
【００９３】
他方、メモリ９は、受信センサー８からの測定値を入力すると、ディスプレイ１０に、先
ず血圧の測定結果について、図１４に示すように、測定値を数字で表示させるとともに、
受信センサー８から入力した測定値をも含めて過去５日間の測定値をグラフ化して表示さ
せる。そのさい、ディスプレイ１０は、図１４に示すように、同じ画面に、表示領域を分
割して最高血圧値と最低血圧値とをそれぞれを独立にグラフ化して表示する。また、ディ
スプレイ１０は、グラフ上の最終測定値、つまり最新の測定値を点滅させて表示する。ま
た、ディスプレイ１０は、グラフを表示するさい、最終測定値を基準として表示範囲を決
定する。例えば、表示範囲は、最終測定値のプラス１５ｍｍＨｇ、マイナス３５ｍｍＨｇ
が収まり、５０ｍｍＨｇの幅を有するものとし、表示期間内の各測定値が、表示画面の実
質上中央部に表示されるように決定される。つまり、表示範囲が測定値の変動に比べて大
きくなるとその変動は明確ならないので、表示範囲を決定するさい、測定値の変動が明確
なるように決定されるということである。このように、最終測定値を基準とし、その最終
測定値の上下所定の範囲を表示範囲として決定することによって、日々の測定値の変動が
明確になる。また、測定値の変動を明確にするために、表示スケールを調整して表示する
。さらに、ディスプレイ１０は、図１４に示すように、最終測定値を含めて過去５日間の
測定値をグラフ化して表示するさい、表示画面の左下に、最終測定値を含めて過去３０日
間の測定値をグラフ化して表示するように、表示内容を変更するための「３０日間表示」
という部分をあわせて表示する。そして、使用者によってその「３０日間表示」という部
分がタッチされると、ディスプレイ１０は、図１５に示すように、最終測定値を含めて過
去３０日間の測定値をグラフ化して表示する。そのグラフ表示についても、表示期間内の
各測定値が表示画面の実質上中央部に表示されるように、表示範囲は、最終測定値を基準
とし、その最終測定値の上下所定の範囲が表示範囲となるように決定される。加えて、表
示スケールについても、測定値の変動が明確になるように決定される。また、ディスプレ
イ１０は、図１５に示すように、最終測定値を含めて過去３０日間の測定値をグラフ化し
て表示するさい、表示画面の左下に、最終測定値を含めて過去５日間の測定値をグラフ化
して再表示するように、表示内容を変更するための「５日間表示」という部分をあわせて
表示する。使用者によってその「５日間表示」という部分がタッチされると、ディスプレ
イ１０は、図１４に示す、５日間の測定値のグラフを再表示することになる。ところで、
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受信センサー８によって受信された測定値は、スピーカ１１から音としても出力される。
【００９４】
このように、ディスプレイ１０に血圧の測定結果を示す画面が表示され、その状態で表示
内容が変更せず例えば５秒という所定の時間経過すると、ディスプレイ１０は、脈拍の測
定結果について、図１６に示すように、測定値を数字で表示させるとともに、受信センサ
ー８から入力した測定値をも含めて過去５日間の測定値をグラフ化して表示する。そのさ
い、ディスプレイ１０は、最終測定値を点滅表示するとともに、表示期間内の各測定値が
表示画面の実質上中央部に表示されるように、最終測定値を基準として表示範囲を決定し
てグラフを表示する。加えて、表示スケールについても、測定値の変動が明確になるよう
に決定して表示する。さらに、ディスプレイ１０は、図１６に示すように、最終測定値を
含めて過去５日間の脈拍についての測定値をグラフ化して表示するさい、表示画面の左下
に、最終測定値を含めて過去３０日間の測定値をグラフ化して表示するように、表示内容
を変更するための「３０日間表示」という部分をあわせて表示する。そして、使用者によ
ってその「３０日間表示」という部分がタッチされると、ディスプレイ１０は、図１７に
示すように、最終測定値を含めて過去３０日間の測定値をグラフ化して表示する。そのグ
ラフ表示についても、表示期間内の各測定値が表示画面の実質上中央部に表示されるよう
に、表示範囲は決定される。加えて、表示スケールについても、測定値の変動が明確にな
るように決定される。また、ディスプレイ１０は、図１７に示すように、最終測定値を含
めて過去３０日間の測定値をグラフ化して表示するさい、表示画面の左下に、最終測定値
を含めて過去５日間の測定値をグラフ化して再表示するように、表示内容を変更するため
の「５日間表示」という部分をあわせて表示する。使用者によってその「５日間表示」と
いう部分がタッチされると、ディスプレイ１０は、図１６に示す、脈拍についての５日間
の測定値のグラフを再表示することになる。また、受信センサー８によって受信された脈
拍の測定値は、スピーカ１１から音としても出力される。
【００９５】
さて、ディスプレイ１０に脈拍の測定結果を示す画面が表示され、その状態で表示内容が
変更せず例えば５秒という所定の時間経過すると、ディスプレイ１０は、脈拍の測定結果
から、血圧の測定結果についての図１４に示す内容に、表示内容を変更する。このように
、ディスプレイ１０は、グラフの測定期間表示を変更するための指示を使用者から所定の
時間受けなければ、血圧の測定結果と脈拍の測定結果とを切り替えるように、表示内容を
変更する。
【００９６】
いずれにしても、ディスプレイ１０が図１４から１７のいずれかを表示しているときに、
使用者は、表示内容を確認し、「もどる」という部分をタッチすると、ディスプレイ１０
には、再度図１１内容が表示されることになる。
【００９７】
次に、ディスプレイ１０に図１１の内容が表示されたとき、使用者が、「心電」を測定し
ようとするものとする。このとき、使用者は、ディスプレイ１０上の「心電」をタッチし
て電子救急箱から心電計１を取り出し、左右の腕それぞれに左腕用接触部１ａと右腕用接
触部１ｂとを接触させ、心電を測定する。その心電測定中に、使用者は心電計１に設けら
れている送信スイッチを押し、心電計１は、送信スイッチが押されると、測定値を電気信
号を用いて接続コードを介してＬＥＤ７に送信する。このように、使用者に送信スイッチ
を押させて測定値を送信させることにより、使用者にテンキーを用いて測定値を入力させ
る場合に起こりうる誤入力、またはごまかした値の入力を防止することができる。さて、
ＬＥＤ７は、心電計１からの電気信号を用いて送信されてくる測定値を、所定の波長の赤
外光に変換して受信センサー８に送信する。受信センサー８は、赤外光によるＬＥＤ７か
らの心電計１の測定値を受信すると、その旨の情報をスピーカ１１に出力するとともに、
ディスプレイ１０およびメモリ９に測定値の情報を出力する。そして、スピーカ１１は、
受信センサー８が心電計１の測定値を受信した旨の情報を音で出力する。ディスプレイ１
０は、図１８に示すように、ＬＥＤ７が受信した測定値に基づく心電波形を、例えば１０
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秒間という所定の時間分リアルタイムに表示する。そのさい、ディスプレイ１０は、心電
波形が連続して表示されるように表示し、また、１回の心電測定時間が例えば５０秒であ
るとすると、測定終了時には、例えば最後の１０秒間という、所定の心電測定時間の最後
の所定時間分の波形を表示する。また、ディスプレイ１０は、心電波形を表示するさい、
心電の変動が明確になるように、その心電の変動状況が表示画面の実質上中央部に表示さ
れるように心電図を表示する。また、ディスプレイ１０は、心電の変動を明確にするため
に、表示スケールを調整して表示する。他方、メモリ９は、測定終了時にディスプレイ１
０に表示される、例えば最後の１０秒間という所定の心電測定時間の最後の所定時間分の
波形のデータを記録する。さて、使用者は、図１８の表示内容を確認し、「もどる」とい
う部分をタッチすると、ディスプレイ１０には、再度図１１の内容が表示されることにな
る。
【００９８】
次に、ディスプレイ１０に図１１の内容が表示されたとき、使用者が、電子スコープ５を
用いようとするものとする。このとき、使用者は、ディスプレイ１０上の「スコープ」を
タッチする。
【００９９】
さて、電子救急箱の収納箱１４本体が所定の台の上に置かれているなどして、図４に示す
ように、電子スコープ５を受け台６に収納したまま、接続部６ａを利用して、受け台６を
電子救急箱の底面に対して実質上垂直に立てたとき、電子スコープ５のＣＣＤ（撮像部）
の高さが、使用者の顔の中央部の高さと実質上同じ高さであって、使用者が、電子スコー
プ５で使用者自身の顔を撮影しようとするさい、使用者は、電子スコープ５を受け台６に
収納したまま、受け台６を電子救急箱の底面に対して実質上垂直に立てて固定し、自身の
顔を撮影させる。そして、電子スコープ５によって撮影された画像は、図１９のスコープ
画像１から４に示すディスプレイ１０のいずれかに表示される。ところで、ディスプレイ
１０は、顔等の対象物の画像を表示するさい、図１９に示すように、画面の下側に、「画
面拡大」および「画面消去」というものを表示する。使用者がスコープ画像１から４のい
ずれかの画像を拡大しようとするさい、使用者は、拡大しようとする画像を表示するスコ
ープ画像１から４のいずれかをタッチし、さらに「画面拡大」という部分をタッチする。
「画面拡大」という部分がタッチされると、ディスプレイ１０には、あらかじめタッチさ
れていたスコープ画像１から４のいずれかが、図２０に示すように拡大表示される。拡大
表示を終了する場合、使用者は、ディスプレイ１０に表示される図２０の表示内容の「も
どる」という部分をタッチすると、ディスプレイ１０には、再度図１９の内容が表示され
る。また、使用者がスコープ画像１から４のいずれかの画像を消去しようとするさい、使
用者は、消去しようとする画像を表示するスコープ画像１から４のいずれかをタッチし、
「画面消去」という部分をタッチする。「画面消去」という部分がタッチされると、その
画像は消去される。さらに、使用者がスコープ画像１から４のいずれかの画像をメモリ９
に記録しようとするさい、使用者は、記録しようとする画像を表示するスコープ画像１か
ら４のいずれかをタッチし、タッチされたスコープ画像の枠内に、メモリ９に記録しよう
とする映像が表示されたときに、電子スコープ５に設けられている、画像をメモリ９に記
録するためのスイッチを押す。このように、スイッチが押されると、そのタイミングの画
像が静止画としてメモリ９に記録される。なお、電子スコープ５は、電子救急箱本体と接
続コードで接続されており、撮影された映像は、接続コードを介してディスプレイ１０お
よび／またはメモリ９に出力される。また、メモリ９は、最大４画像を記録することが可
能であるものとする。さらに、電子スコープ５によって撮影された異なる４画像を、図１
９に示すように、ディスプレイ１０に同時に表示することができるが、それら表示された
画像とは異なる５番目の画像を表示させる場合、例えば、その５番目の画像は、スコープ
画像１の枠内に入り、それまでスコープ画像１の枠内にあった画像がスコープ画像２の枠
内入るように、順次画像がずれて表示されることが可能であるものとする。
【０１００】
ところで、上述した状況と異なり、例えば電子救急箱の収納箱１４本体が上述したような
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所定の台の上に置かれておらず、電子スコープ５を受け台６に収納したまま、受け台６を
電子救急箱の底面に対して実質上垂直に立てたとき、電子スコープ５のＣＣＤの高さが、
使用者の顔の中央部の高さと実質上同じ高さにはない場合がある。それにもかかわらず、
使用者が、電子スコープ５で使用者自身の顔を撮影しようとするさい、使用者は、電子ス
コープ５を受け台６に収納したまま、受け台６の接続部６ａを利用して受け台６を回動し
、電子救急箱の底面に対して所定の角度傾斜して固定して、自身の顔を撮影させる。受け
台６は、回動自在であって、かつ所定の傾斜角度で固定できるものであるので、受け台６
を、所定の方向および所定の傾斜角度に固定することによって、電子スコープ５は、使用
者の顔等を、使用者の態勢を変えさせることなく撮影することができる。
【０１０１】
また、電子スコープ５は、受け台６に対して脱着可能なものであるので、使用者が、顔で
はなく、例えば足首などを電子スコープ５で撮影しようとする場合、使用者は、受け台６
から電子スコープ５を取り出して、手に持つなどして足首を撮影することができる。
【０１０２】
さらに、電子スコープ５は、撮影対象物に光を発する照明部を有しているので、鮮明な画
像を撮影することができる。加えて、電子スコープ５は、映像を拡大および縮小のいずれ
をも行うことができる機能を有しており、拡大または縮小した画像を撮影し、ディスプレ
イ１０に表示させることができる。
【０１０３】
その後、使用者は、図１９の表示内容を確認し、「もどる」という部分をタッチすると、
ディスプレイ１０には、再度図１１の内容が表示される。
【０１０４】
次に、ディスプレイ１０に図１１の内容が表示されたとき、使用者が、「血糖値」を測定
しようとするものとする。このとき、使用者は、ディスプレイ１０上の「血糖」をタッチ
して、電子救急箱から血糖計４と、採血用ハリ４ａと、センサーチップ４ｂとを取り出し
て、血糖計４の所定の位置にセンサーチップ４ｂを装着する。次に、使用者は、採血用ハ
リ４ｂを用いて使用者自身の血液を５μｌ（マイクロリッター）程度採取し、センサーチ
ップ４ｂに採血した血液を滴下する。そして、使用者は、血糖計４に装着されているセン
サーチップ４ｂを用いて血液中の糖濃度を測定する。血液中の糖濃度を測定し終わると、
使用者は、血糖計４と接続ジャック４ｃとを接続し、さらに、その接続ジャック４ｃと電
子救急箱本体とを接続し、血糖計４に設けられている送信スイッチを押す。血糖計４は、
送信スイッチが押されると、測定値を電気信号を用いて接続ジャック４ｃを介して電子救
急箱本体に設けられているＬＥＤ７に送信する。ＬＥＤ７は、血糖計４からの電気信号を
用いて送信されてくる測定値を、所定の波長の赤外光に変換して受信センサー８に送信す
る。受信センサー８は、赤外光によるＬＥＤ７からの血糖計４の測定値を受信すると、そ
の旨の情報をスピーカ１１に出力するとともに、メモリ９に測定値の情報を出力する。そ
して、スピーカ１１は、受信センサー８が血糖計４の測定値を受信した旨の情報を音で出
力する。他方、メモリ９は、受信センサー８からの測定値を入力すると、ディスプレイ１
０に、図２１に示すように、測定値を数字を用いて表示させるとともに、受信センサー８
から入力した測定値を含めて過去５日間の測定値をグラフ化して表示させる。そのさい、
ディスプレイ１０は、最終測定値を点滅させて表示する。また、ディスプレイ１０は、最
終測定値を基準とし、その最終測定値の上下所定の範囲を表示範囲として決定して、表示
期間内の各測定値が表示画面の実質上中央部に表示されるように、グラフ表示する。また
、ディスプレイ１０は、測定値の変動を明確にするために、表示スケールを調整して表示
する。さらに、ディスプレイ１０は、図２１に示すように、最終測定値を含めて過去５日
間の測定値をグラフ化して表示するさい、表示画面の左下に、最終測定値を含めて過去３
０日間の測定値をグラフ化して表示するように、表示内容を変更するための「３０日間表
示」という部分をあわせて表示する。そして、使用者によってその「３０日間表示」とい
う部分がタッチされると、ディスプレイ１０は、図２２に示すように、最終測定値を含め
て過去３０日間の測定値をグラフ化して表示する。そのグラフ表示についても、表示期間
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内の各測定値が表示画面の実質上中央部に表示されるように、表示範囲は、最終測定値を
基準とし、その最終測定値の上下所定の範囲が表示範囲となるように決定される。加えて
、表示スケールについても、測定値の変動が明確になるように決定される。また、ディス
プレイ１０は、図２２に示すように、最終測定値を含めて過去３０日間の測定値をグラフ
化して表示するさい、表示画面の左下に、最終測定値を含めて過去５日間の測定値をグラ
フ化して再表示するように、表示内容を変更するための「５日間表示」という部分をあわ
せて表示する。使用者によってその「５日間表示」という部分がタッチされると、ディス
プレイ１０は、図２１に示す、５日間の測定値のグラフを再表示することになる。ところ
で、受信センサー８によって受信された測定値は、スピーカ１１から音としても出力され
る。さて、使用者は、図２１または２２の表示内容を確認し、「もどる」という部分をタ
ッチすると、ディスプレイ１０には、再度図１１の内容が表示されることになる。
【０１０５】
次に、ディスプレイ１０に図１１の内容が表示されたとき、使用者が、「体重」を測定し
ようとするものとする。このとき、使用者は、ディスプレイ１０上の「体重」をタッチし
て、電子救急箱外部の、測定した値を所定の波長の赤外光を用いて電子救急箱に送信する
ことができる体重計にのり、体重を測定する。体重を測定し終わると、その体重計は、測
定値を、所定の波長の赤外光を用いて受信センサー８に送信する。受信センサー８は、体
重計からの測定値を受信すると、その旨の情報をスピーカ１１に出力するとともに、メモ
リ９に測定値の情報を出力する。そして、スピーカ１１は、受信センサー８が体重計の測
定値を受信した旨の情報を音で出力する。他方、メモリ９は、受信センサー８からの測定
値を入力すると、ディスプレイ１０に、図２３に示すように、測定値を数字を用いて表示
させるとともに、受信センサー８から入力した測定値を含めて過去５日間の測定値をグラ
フ化して表示させる。そのさい、ディスプレイ１０は、最終測定値を点滅させて表示する
。また、ディスプレイ１０は、最終測定値を基準とし、その最終測定値の上下所定の範囲
を表示範囲として決定して、表示期間内の各測定値が表示画面の実質上中央部に表示され
るように、グラフ表示する。また、ディスプレイ１０は、測定値の変動を明確にするため
に、表示スケールを調整して表示する。さらに、ディスプレイ１０は、図２３に示すよう
に、最終測定値を含めて過去５日間の測定値をグラフ化して表示するさい、表示画面の左
下に、最終測定値を含めて過去３０日間の測定値をグラフ化して表示するように、表示内
容を変更するための「３０日間表示」という部分をあわせて表示する。そして、使用者に
よってその「３０日間表示」という部分がタッチされると、ディスプレイ１０は、図２４
に示すように、最終測定値を含めて過去３０日間の測定値をグラフ化して表示する。その
グラフ表示についても、表示期間内の各測定値が表示画面の実質上中央部に表示されるよ
うに、表示範囲は、最終測定値を基準とし、その最終測定値の上下所定の範囲が表示範囲
となるように決定される。加えて、表示スケールについても、測定値の変動が明確になる
ように決定される。また、ディスプレイ１０は、図２４に示すように、最終測定値を含め
て過去３０日間の測定値をグラフ化して表示するさい、表示画面の左下に、最終測定値を
含めて過去５日間の測定値をグラフ化して再表示するように、表示内容を変更するための
「５日間表示」という部分をあわせて表示する。使用者によってその「５日間表示」とい
う部分がタッチされると、ディスプレイ１０は、図２３に示す、５日間の測定値のグラフ
を再表示することになる。ところで、受信センサー８によって受信された測定値は、スピ
ーカ１１から音としても出力される。さて、使用者は、図２３または２４の表示内容を確
認し、「もどる」という部分をタッチすると、ディスプレイ１０には、再度図１１の内容
が表示されることになる。
【０１０６】
以上説明したように、各バイタルセンサー、電子スコープ５および体重計のううちの全部
または一部を利用し、その利用を終了すると、ディスプレイ１０には、図１１に示す内容
が表示される。ここで、使用者は、図１１の「もどる」という部分をタッチし、使用者に
よって「もどる」という部分がタッチされると、ディスプレイ１０は、図９の内容を表示
する。
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【０１０７】
次に、ディスプレイ１０に図９の内容が表示されたとき、使用者が、メモリ９に格納され
ている測定値および／または撮影映像をディスプレイ１０に表示させるものとする。この
とき、使用者は、ディスプレイ１０上の「表示」をタッチし、ディスプレイ１０は、「表
示」がタッチされると、「表示」の部分を点滅させて表示し、その後表示内容を図１１の
内容を示すものに変更する。
【０１０８】
そして、ディスプレイ１０に図１１の内容が表示されたとき、使用者は、メモリ９に格納
され、各バイタルセンサーによって測定された「体温」、「血圧」、「脈拍」、「心電」
および「血糖値」と、電子スコープ５によって撮影された映像と、体重計によって測定さ
れた「体重」のうちのいずれのデータをディスプレイ１０に表示するのかを決定し、決定
したものに対応するディスプレイ１０上の、「体温」、「血圧」、「脈拍」、「心電」、
「スコープ」、「血糖値」および「体重」のうちの該当部分をタッチする。ディスプレイ
１０は、使用者によってタッチされた部分の測定値およびグラフ、または撮影映像のデー
タをメモリ９から読み出して表示する。なお、ディスプレイ１０に表示されるデータは、
図１２から２４を用いて説明した、リアルタイムに測定時または撮影時にディスプレイ１
０に表示されるものとなる。
【０１０９】
なお、例えば「体温」等の測定グラフは、図１２と図１３とに示されるように２種類ある
が、先ず図１２に示す５日間のグラフがディスプレイ１０に表示され、測定値をグラフ化
して表示するさいのその表示の仕方を説明したときと同様に、使用者が３０日間のグラフ
をディスプレイ１０に表示させようとして、そのディスプレイ１０に表示されている「３
０日間表示」という部分をタッチすると、図１３に示す３０日間のグラフがディスプレイ
１０に表示される。このように、メモリ９に格納されているデータをディスプレイ１０に
表示させる場合であって、各バイタルセンサー、電子スコープ５または体重計によって得
られたデータを、２種類の画面として表示することが可能な場合、いずれの画面を表示さ
せるかについては、リアルタイムに測定された測定値、および撮影された映像をディスプ
レイ１０に表示させる場合と同様に決定されるものとする。
【０１１０】
また、使用者は、メモリ９に記録されているデータのディスプレイ１０への表示内容を確
認すると、画面の「もどる」という部分をタッチし、ディスプレイ１０の表示を図１１の
内容に変更し、さらに、図１１の「もどる」という部分をタッチし図９の内容に変更する
。
【０１１１】
次に、ディスプレイ１０によって図９の内容が表示されたとき、使用者が、電子救急箱と
通信回線で接続されているパソコンと通信しようとするものとする。このとき、使用者は
、ディスプレイ１０上の「電話」をタッチし、ディスプレイ１０は、「電話」がタッチさ
れると、「電話」の部分を点滅させて表示し、表示内容を図２５に示すように変更する。
図２５は、電子救急箱の通信相手先を特定するために、使用者に通信相手先の名前および
電話番号を入力させるための表示画面を示す図である。ディスプレイ１０が図２５の内容
を表示すると、使用者は、ディスプレイ１０上の、「松下病院」、「○○診療所」、「登
録待３」、「登録待４」または「その他」のいずれかの部分をタッチする。ところで、「
松下病院」および「○○診療所」の表示は、すでに「松下病院」と「○○診療所」の名前
および電話番号が登録されていることを意味し、「登録待３」、「登録待４」および「そ
の他」の表示は、通信相手先の名前および電話番号が登録されていないことを意味する。
【０１１２】
さて、通信相手先が「松下病院」または「○○診療所」であってあらかじめ名前および電
話番号が登録されている場合、使用者は、該当する部分をタッチし、該当部分がタッチさ
れると、ディスプレイ１０は、図２６に示すような、使用者に対する問診事項を表示する
。使用者は、図２６に示す問診事項に対して回答し、その回答が終了すると「確定」部分
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をタッチする。なお、請求項２３の本発明の問診結果入力部としてディスプレイ１０を用
いた。さて、電子救急箱は、図２６に示す内容がディスプレイ１０に表示され、使用者に
よって「確定」部分がタッチされると、通信端子１３を介して通信相手先と連絡を取り、
ディスプレイ１０の表示は、図２９に示す次のステップへ進む。それに対して、通信相手
先が「松下病院」または「○○診療所」ではなく、名前および電話番号が登録されていな
い場合、使用者は、「登録待３」、「登録待４」または「その他」のいずれかの部分をタ
ッチする。使用者は、後に何度も特定の通信相手先と連絡をとることを考えている場合は
「登録待３」または「登録待４」をタッチし、それ以外の場合は「その他」をタッチする
。使用者によって「登録待３」または「登録待４」がタッチされた場合、ディスプレイ１
０は、図２７に示す内容を表示し、使用者にタッチパネルを利用させて通信相手先の名前
および電話番号を登録させ、その登録の後に使用者によって「確定」部分がタッチされる
と、電子救急箱は、通信端子１３を介して通信相手先と連絡を取り、ディスプレイ１０は
、次のステップの内容を表示する。このようにして、使用者に、通信相手先の名前および
電話番号を登録させると、以後その名前および電話番号は、図２５に示し、名前および電
話番号を登録させる前にタッチさせた「登録待３」または「登録待４」と対応付けられて
電子救急箱に管理されることになる。他方、ディスプレイ１０が図２５に示す内容を表示
したとき、使用者によって「その他」がタッチされた場合、ディスプレイ１０は、図２８
に示す内容を表示し、使用者にタッチパネルを利用させて通信相手先の電話番号を入力さ
せ、その入力の後に使用者によって「確定」部分がタッチされると、電子救急箱は、通信
端子１３を介して通信相手先と連絡を取り、ディスプレイ１０は、次のステップの内容を
表示する。
【０１１３】
なお、本発明の実施の形態１の電子救急箱の構成を述べるさいに説明したように、以下の
説明の便宜上、電子救急箱の通信相手先は「松下病院」であるとする。
【０１１４】
また、上述した説明では、ディスプレイ１０の表示のみによる通信相手先への連絡方法を
説明したが、通信相手先への連絡方法は、スピーカ１１からの音を用いても同時に説明さ
れるものとする。このように一度上述したが、以下での説明においても、ディスプレイ１
０の表示とともに、スピーカ１１からの音の出力によって、連絡方法等の電子救急箱の使
用方法は説明されるものとする。
【０１１５】
さて、電子救急箱の使用者が「おじいさん」であり、電子救急箱の通信相手先が「松下病
院」であって、電子救急箱からの連絡にもとづいて、電子救急箱と「松下病院」のパソコ
ンとが通信可能な状態になると、電子救急箱のディスプレイ１０には、図２９に示すよう
に、メモリ９に格納されているデータのうち、「おじいさん」についての、各バイタルセ
ンサーによって測定され、グラフ化されたデータと、電子スコープ５によって撮影された
最新の映像と、体重計によって測定され、グラフ化されたデータと、問診結果とが、表示
領域を分け合って独立に表示される。図２９の各グラフは、図１１に示した各グラフとは
異なり、図１３、１５、１７、１８、１９、２２および２４に示し実際に測定された値が
グラフ化されたものである。また、ディスプレイ１０は、図２９に示す内容を表示すると
き、電子救急箱が通信相手先の「松下病院」のパソコンと通信可能な状態になったことを
表示し、またスピーカ１１も、通信可能な状態になったことを、音を用いて出力する。ま
たそのとき、電子救急箱は、通信端子１３を介して、通信相手先のパソコンから、そのパ
ソコンに接続されているカメラによって撮影された「松下病院」の医師の顔の映像を入力
し、ディスプレイ１０は、その医師の映像を画面の右上部端に表示する。また、電子救急
箱は、通信端子１３を介して、ディスプレイ１０に表示されているデータを通信相手先の
パソコンに送信し、そのパソコンの画面にディスプレイ１０に表示されている図２９の内
容を表示させる。さらに、電子救急箱の使用者の「おじいさん」は、電子スコープ５の傾
斜角度を所定の角度にして固定し、電子スコープ５に使用者自身の顔を撮影させ、電子救
急箱は、通信端子１３を介して、電子スコープ５によって撮影されるリアルタイムの使用
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者の映像を通信相手先のパソコンに送信する。またそのさい、マイク１２は、「おじいさ
ん」のリアルタイムの声を集音し、通信端子１３を介して通信相手先のパソコンに送信す
ることができる状態になる。加えて、ディスプレイ１０は、通信相手先からの情報を、通
信端子１３を介して入力し表示することができる状態になり、スピーカ１１も、通信相手
先の医師の声等の情報を、通信端子１３を介して入力し、音として出力することができる
状態になる。このように、電子救急箱をテレビ電話としても使用し、電子救急箱の使用者
の「おじいさん」は、通信相手先の医師から遠隔医療を受ける。
【０１１６】
そして、電子救急箱の使用者の「おじいさん」が通信相手先の医師から遠隔医療を受けて
いるときに、その医師がパソコンの画面の中の例えば血圧のグラフを見て、そのグラフの
中の異常なところを見つけ、そのグラフを注目するためにそのグラフのみを拡大するよう
に制御すると、その血圧のグラフは、医師のパソコンの画面において拡大されるばかりで
なく、その拡大の制御が通信端子１３を介して電子救急箱に入力され、電子救急箱のディ
スプレイ１０においても血圧のグラフが拡大されて表示される。さらに、医師がその異常
なところを特定するために、図３０に示すように、そのグラフ上に矢印を示すと、その矢
印の座標の情報は、医師のパソコンから、通信端子１３を介して電子救急箱に入力され、
電子救急箱の血糖値のグラフ上にも、医師が特定した場所に実質上対応する場所に矢印が
表示される。このように、上述した矢印は、例えばインフォームド・コンセント用の矢印
として利用される。ところで、ディスプレイ１０は、表示する矢印の形態情報を格納して
いて、医師のパソコンからの矢印の座標の情報に基づくとともに、格納している矢印の形
態情報を利用することによって矢印を表示することができるものである。
【０１１７】
ここまでは、電子救急箱と医師のパソコンとの通信について説明のために、図２９、さら
に図３０の血圧のグラフを利用して、通信の一例について説明してきたが、電子救急箱と
医師のパソコンとの通信は、図２９の血圧のグラフのみが利用されて行われるのではなく
、図２９の他のグラフやデータも図２９の血圧のグラフと同様にして利用され、映像およ
び／または音の情報が双方で交換される。
【０１１８】
さて、電子救急箱の使用者は、通信相手先との通信を終了すると、ディスプレイ１０に図
２９の内容が表示されている場合、そのときにディスプレイ１０に表示されている「終了
」という部分をタッチし、ディスプレイ１０の表示を、図９の内容に変更する。他方、通
信終了時のディスプレイ１０の表示内容が図３０に示す内容であれば、使用者は、そのと
きにディスプレイ１０に表示されている「もどる」という部分をタッチし、図２９の内容
を表示させ、「終了」という部分をタッチし、ディスプレイ１０の表示を、図９の内容に
変更する。いずれにしても、図９の内容がディスプレイ１０に表示されると、使用者は、
次に、図９の「終了」という部分をタッチする。このように、図９の「終了」という部分
がタッチされると、ディスプレイ１０は、図３１に示すように、電子救急箱の使用を終了
し電源を切ることを使用者に指示するための情報を画面に表示し、使用者に電子救急箱の
電源を切らせる。
【０１１９】
なお、上述した実施の形態１では、受け台６は、回動自在なものであって、かつ所定の角
度で固定できるとともに、電子スコープ５を収納し、電子スコープ５は、受け台６に対し
て脱着可能なものであるとしたが、電子救急箱に受け台６を設けず、電子スコープ５を、
収納箱１４と接続した状態で回動自在なものであって、かつ所定の角度で固定できるもの
としてもよい。
【０１２０】
また、上述した実施の形態１では、図２に示すように、電子救急箱の蓋１５は、収納箱１
４本体上面の一方の端の実質上一辺に、軸部１６を介して設けられるとした。このような
構造では、図２に示すように、蓋１５を電子救急箱の底部に対して立たせた場合、主とし
て蓋１５の内側のディスプレイ１０の重みで、蓋１５が収納箱１４の軸部１６が設けられ
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ている方に倒れ、それとともに収納箱１４本体が軸部１６と対向する収納箱１４底部の一
辺を実質上軸として浮き上がるという不安定な状況が起こりうる。そこで、そのような構
造的な不安定さを解決するために、電子救急箱の構造を、図３２に示すように、収納箱１
４本体が軸部１６に対して前方部と後方部とに分けられるように軸部１６を配置し、その
軸部１６を介して蓋１５を設け、その蓋１５を電子救急箱使用時には軸部１６を利用して
電子救急箱の底部に対して立った状態で固定できるような構造とし、蓋１５の内側にディ
スプレイ１０を設けるとしてもよい。このように、収納箱１４本体が軸部１６に対して前
方部と後方部とを有すると、その蓋１５を電子救急箱の底部に対して立たせた場合、収納
箱１４本体が浮き上がるという不安定な状況が起こることを回避することができる。
【０１２１】
また、上述した図２に示すような収納箱１４の蓋１５の設置場所に依存する構造的な不安
定さを解決するために、蓋１５の内側に設けられるディスプレイ１０を薄型化し、軽量化
するとしてもよい。
【０１２２】
また、上述した図２に示すような収納箱１４の蓋１５の設置場所に依存する構造的な不安
定さを解決するために、ディスプレイ１０を蓋１５の内側に設けるのではなく、図３３に
示すように、ディスプレイ１０を、非使用時には収納箱１４本体の底部に寝た状態で収納
箱１４本体に収納することができ、使用時には収納箱１４本体の底部に対して立った状態
で固定することができるような可動式のものにしておいてもよい。そして、ディスプレイ
１０使用時に、そのディスプレイ１０を収納箱１４の底部に対して立った状態で固定する
ことができるように、ディスプレイ１０の固定部を、収納箱１４本体に設けておくとして
もよい。
【０１２３】
また、上述した実施の形態１では、各バイタルセンサーおよび電子スコープ５の駆動電源
については説明しなかったが、各バイタルセンサーおよび電子スコープ５に電池を装着し
、その電池からの電力によって各バイタルセンサーおよび電子スコープ５を駆動させると
してもよいし、以下に述べる方法で各バイタルセンサーおよび電子スコープ５に電力を供
給し、その電力で各バイタルセンサーおよび電子スコープ５を駆動させるとしてもよい。
すなわち、図３４に示すように、例えば電子救急箱の収納箱１４の底部に、各バイタルセ
ンサーおよび電子スコープ５と接触しないようにし、かつ電子救急箱外部からの電力を、
電磁誘導による電磁波を用いて各バイタルセンサーおよび電子スコープ５に供給する、所
定の導線から構成される電力供給部１７を設けるという構造である。そして、その電力供
給部１７を収納箱１４本体底面に対して実質上平行になるように、収納箱１４本体内部に
設けておく。この場合、図３４に示すように、収納箱１４に各バイタルセンサーおよび電
子スコープ５が収納されるさいに、各収納場所に対応する位置の電力供給部１７の形状を
巻線形状とするとともに、各バイタルセンサーおよび電子スコープ５に、電力供給部１７
からの電磁波を電力として蓄積する電力蓄積部を設けておく。そして、各バイタルセンサ
ーおよび電子スコープ５に電力を供給するさい、電力供給部１７に電子救急箱外部から電
流を流し、各巻線部からの電磁誘導による電磁波を用いて、各バイタルセンサーおよび電
子スコープ５に電力を供給するというものである。このようにすると、各バイタルセンサ
ーおよび電子スコープ５に電池を装着する必要はなくなる。ところで、例えば収納箱１４
の底部に設ける電力供給部１７は、図３４に示すように特定の部位にのみ巻線部が設けら
れる構造ではなく、全体が渦状の巻線となる構造の所定の導線から構成されるものであっ
てもよい。要するに、電力供給部１７は、各バイタルセンサーおよび電子スコープ５と接
触しないようにし、かつ電子救急箱外部からの電力を、電磁誘導による電磁波を用いて各
バイタルセンサーおよび電子スコープ５に供給するものでありさえすればよい。また、上
述した電磁誘導による電磁波を用いた各バイタルセンサーおよび電子スコープ５への電力
の供給は、必ずしも全てのバイタルセンサーおよび電子スコープ５への電力供給に対して
行われなくてもよく、全てのバイタルセンサーおよび電子スコープ５のうちの一部に対し
て行われるとしてもよい。
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【０１２４】
また、上述した実施の形態１では、電子救急箱と「松下病院」または「○○診療所」のパ
ソコンとが通信可能になる直前に、ディスプレイ１０は、図２６に示すような、電子救急
箱の使用者に対する問診事項を表示するとしたが、ディスプレイ１０による使用者に対す
る問診事項の表示は、電子救急箱と「松下病院」または「○○診療所」のパソコンとが通
信可能になる直前にのみ行われるものと限定するものではない。例えばディスプレイ１０
による使用者に対する問診事項の表示は、電子救急箱と「松下病院」または「○○診療所
」のパソコンとが通信可能となった後に行われるものであってもよい。要するに、本発明
の実施の形態１の電子救急箱のディスプレイ１０は、使用者に対する問診事項を表示する
ものでありさえすればよい。
【０１２５】
また、上述した実施の形態１では、電子救急箱の使用者に対する問診事項は、ディスプレ
イ１０によって表示されるとしたが、スピーカ１１から音を用いて行うとしてもよい。そ
の音を用いて行う電子救急箱の使用者に対する問診事項は、ディスプレイ１０によって表
示される場合と同様に、どのタイミングに行われるとしてもよい。さて、問診事項を音を
用いて出力する場合、その問診事項に対する回答を、使用者から入力する問診結果入力部
を電子救急箱に設ける必要がある。その問診結果入力部として例えばディスプレイ１０を
使用することができる。また問診結果入力部が入力した問診事項に対する回答を、通信相
手先に送信するための通信端子を設けるとする。その通信端子として例えば通信端子１３
を用いてもよい。そしてそのように用いる通信端子を、通信相手先からの情報を入力する
ためのものとしても用い、ディスプレイ１０に通信相手先からの情報を表示させるととも
にスピーカ１１からの音を用いて、通信相手先からの情報を出力させるとする。ただし、
通信相手先からの情報は、ディスプレイ１０およびスピーカ１１からの一方が用いられて
出力されるとしてもよい。
【０１２６】
また、上述した実施の形態１では、電子救急箱の使用方法は、ディスプレイ１０による表
示、およびスピーカ１１からの音によって出力されるとしたが、電子救急箱の使用方法は
、ディスプレイ１０による表示、およびスピーカ１１からの音のいずれか一方のみによっ
て出力されるとしてもよい。そして、電子救急箱の使用方法がスピーカ１１からの音のみ
によって出力される場合、使用方法の出力方法がディスプレイ１０による表示へ変更され
るように、使用者から指示を入力する変更指示入力部を電子救急箱に設けるとしてもよい
。
【０１２７】
また、上述した実施の形態１では、本発明の実施の形態１の電子救急箱の構成を説明する
さいにも述べたが、請求項１、７、９、１１、１３、１６、１７、２１および２２の本発
明の電子救急箱のバイタルセンサーの一例として、心電計１、血圧計２、耳孔体温計３お
よび血糖計４を用いたのであって、上述した各請求項の本発明の電子救急箱に備えられる
バイタルセンサーは、心電計１、血圧計２、耳孔体温計３および血糖計４に限るものでは
ない。心電計１、血圧計２、耳孔体温計３および血糖計４全てが本発明の電子救急箱に備
えられるとしてもよいし、それらのうちの一部のみが備えられるとしてもよい。または、
例えば血中酸素濃度を測定する血中酸素濃度測定計等の他のバイタルセンサーが備えられ
るとしてもよい。
【０１２８】
また、上述した実施の形態１では、図１１に示すように、電子救急箱の使用方法は、各バ
イタルセンサーによって測定される測定値をグラフ化したイメージ画像、および電子スコ
ープ５によって撮影される映像のイメージ画像と、体重計によって測定される測定値をグ
ラフ化したイメージ画像と、文字とによって表示されるとした。しかしながら、電子救急
箱の使用方法は、各バイタルセンサーによって測定される測定値をグラフ化したイメージ
画像、電子スコープ５によって撮影される映像のイメージ画像、および体重計によって測
定される測定値をグラフ化したイメージ画像のみによって表示されるとしてもよいし、文
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字のみによって表示されるとしてもよい。または、各画面毎に、イメージ画像のみ、文字
のみ、もしくはイメージ画像と文字とを組み合わせたものが利用されて表示されるとして
もよい。また、図１１の各グラフは、各バイタルセンサー等によって測定される測定値を
グラフ化したイメージ画像であるとしたが、すでにそのときの使用者のデータがメモリ９
に格納されているときは、その格納されているデータをグラフ化したものであってもよい
。また、電子スコープ５によって撮影される映像のイメージ画像についても、すでにその
ときの使用者の映像がメモリ９に格納されているときは、その格納されている映像に置き
換わられていてもよい。
【０１２９】
また、上述した実施の形態１では、各バイタルセンサーによって測定された測定値は、そ
の測定値の数字によって、またその測定値を含めた過去５日間もしくは３０日間の測定値
の推移をグラフ化したものとしてディスプレイ１０に表示されるとした。また、測定値は
、音によってスピーカ１１からも出力されるとした。しかしながら、各バイタルセンサー
によって測定される測定値は、数字のみがディスプレイ１０に表示されるとしてもよいし
、グラフのみがディスプレイ１０に表示されるとしてもよい。または、音のみがスピーカ
１１から出力されるとしてもよい。または、ディスプレイ１０からの数字のみの表示と、
スピーカ１１からの音による出力とが行われてもよい。もしくは、ディスプレイ１０によ
るグラフのみの表示と、スピーカ１１からの音による出力とが行われてもよい。
【０１３０】
また、上述した実施の形態１では、例えば図１２や１３や１４等に示すように、各バイタ
ルセンサーによって測定された測定値は、その測定値を含めた過去５日間または３０日間
の測定値の推移をグラフ化したものとしてディスプレイ１０に表示されるとした。しかし
ながら、ディスプレイ１０には、過去５日間または３０日間の測定値の推移を示したグラ
フが表示されるのではなく、過去１０日間の測定値の推移を示したグラフが表示されると
してもよい。要するに、ディスプレイ１０に表示されるグラフは、所定の期間の測定値の
推移を示したものでありさえすればよい。また、例えばその期間を特定するための指示を
使用者から入力する手段を電子救急箱に設け、ディスプレイ１０に、その指示にしたがっ
て、グラフを表示するさい期間をその都度設定変更させることも可能である。
【０１３１】
また、上述した実施の形態１では、例えば図１２や１３に示すように、各バイタルセンサ
ーによって測定された測定値を、過去５日間または３０日間の推移を示すためにグラフ化
してディスプレイ１０に表示するさい、最終測定値を基準として表示範囲は決定されると
したが、表示範囲は、表示すべき期間の各測定値の平均値を基準とし、その基準となる値
の上下所定の範囲であるとして決定されるとしてもよい。
【０１３２】
また、上述した実施の形態１では、図１２や１４に示すように、ディスプレイ１０は、各
バイタルセンサーによって測定された測定値のグラフを表示するさい、５間の測定値につ
いてのグラフでは、最終測定値を点滅させて表示するとした。それに対して、ディスプレ
イ１０は、３０間の測定値についてのグラフを表示するさい、最終測定値を点滅させて表
示するとしてもよいし、最終測定値を点滅させずに表示するとしてもよい。
【０１３３】
また、上述した実施の形態１では、電子救急箱の通信相手先は、「松下病院」であるとし
たが、その他の通信相手先と通信可能な状態になるときに、最初にディスプレイ１０に表
示される内容は、図２９に示す内容が表示されると限定することはない。図２９に示す内
容のうちの問診事項以外のものが表示されるとしてもよいし、通信相手先と通信可能な状
態になったことのみが表示されるとしてもよい。要するに、電子救急箱の通信相手先が「
松下病院」以外の通信相手先と通信する場合、通信可能な状態になったときに、ディスプ
レイ１０に表示される内容については問わないということである。
【０１３４】
また、上述した実施の形態１では、電子救急箱の通信相手先の「松下病院」のパソコンと
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通信可能な状態になるときに、ディスプレイ１０に最初に表示される図２９には、電子ス
コープ５によって撮影された最新の映像が表示されるとしたが、図２９の内容が表示され
るディスプレイ１０には、電子スコープ５によって撮影された映像でありさえすれば、最
新の映像が表示されなくともよい。例えば表示する映像をあらかじめ使用者によって選択
させておき、その選択された映像を表示するとしてもよい。また、メモリ９に映像データ
が格納されていない場合、電子スコープ５によって撮影されうるイメージ映像が表示され
るとしてもよい。
【０１３５】
また、上述した実施の形態１では、電子救急箱の通信相手先は「松下病院」であるとした
が、通信相手先は、電子救急箱の使用者の例えば「おじいさん」と別居している親戚のパ
ソコンであるとしてもよい。その場合、電子救急箱の電子スコープ５を使用者の「おじい
さん」のリアルタイムの映像を撮影する手段として用い、親戚とのコミュニケーションを
図るためのテレビ電話として用いることも可能である。
【０１３６】
また、上述した実施の形態１では、電子救急箱の通信相手先は「松下病院」のパソコンで
あるとしたが、電子救急箱の通信相手先は電話回線等の通信回線によってその電子救急箱
と通信可能なものでありさえすれば、パソコンに限定することはない。例えば、通信回線
を介して２台の電子救急箱を接続しておくと、双方の電子救急箱は、相手方の電子救急箱
と通信可能となり、互いに相手方の電子救急箱をパソコンの代替物として使用することも
可能である。また、双方の電子救急箱をテレビ電話の代替物として使用することも可能で
ある。
【０１３７】
また、上述した実施の形態１では、電子救急箱と通信相手先の「松下病院」のパソコンと
が通信可能となり、パソコンから電子救急箱に対して、図３０に示すように、グラフ上に
矢印を表示するための矢印情報が電子救急箱へ送信されることがあるとした。そしてその
場合、その矢印情報は座標の情報であって、電子救急箱が、パソコンからの矢印の座標の
情報に基づくとともに、格納している矢印の形態情報を利用することによって矢印を表示
するとした。しかしながら、パソコンから電子救急箱への矢印情報は、座標の情報と形態
情報であるとし、電子救急箱によって形態情報から矢印が復号され、さらに座標の情報が
用いられて所定の位置に矢印が表示されるとしてもよい。ただしこの場合、パソコンから
電子救急箱への矢印情報の情報量は、座標の情報のみの場合に比べて多くなる。
【０１３８】
また、上述した実施の形態１では、電子救急箱の使用者は、使用者自身で電子救急箱を操
作するものとして述べてきたが、電子救急箱の使用者は、例えば寝たきりの自宅療養者の
家族や訪問看護婦等の、自身では電子救急箱を操作することができない者を補助する者で
あってもよい。
【０１３９】
また、上述した実施の形態１では、ディスプレイ１０はタッチパネル式の液晶ディスプレ
イであるとしたが、ディスプレイ１０はＣＲＴディスプレイであってもよい。要するに、
ディスプレイ１０は、心電計１や血圧計２等の各バイタルセンサーによって測定された各
測定値や、電子スコープ５によって撮影された対象物や、電子救急箱の使用方法等を表示
するものでありさえすればよく、所定の部分がタッチされると表示内容を変更するもので
あればなおよい。
【０１４０】
また、上述した実施の形態１では、例えば図６を用いて説明したように、使用者によって
ディスプレイ１０上の「おじいさん」等の所定の部分がタッチされると、そのタッチされ
た部分は、点滅表示されるとしたが、ディスプレイ１０上の所定の部分が使用者によって
タッチされると、そのタッチされた部分は、他の部分と区別して判別できるように、色が
変わるとしてもよい。要するに、ディスプレイ１０上の所定の部分が使用者によってタッ
チされると、そのタッチされた部分は、他の部分と区別して判別できるように、表示され
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さえすればよい。
【０１４１】
また、上述した実施の形態１では、血圧計２によって測定される血圧と脈拍の測定結果は
、ディスプレイ１０に表示される内容が所定の時間変わらなければ、互いに相手方のもの
に切り替えられて表示されるとしたが、電子救急箱に、ディスプレイ１０に表示される血
圧と脈拍の測定結果を切り替える切替手段を設けて、その切替手段に使用者から指示がさ
れた場合に、ディスプレイ１０が表示内容を切り替えるようにしてもよい。また、切替手
段を、タッチパネル式のディスプレイ１０に代用させて用いてもよい。
【０１４２】
また、上述した実施の形態では、使用者は、電子スコープ５によって撮影された画像をメ
モリ９に記録するさい、電子スコープ５に設けられている、画像をメモリ９に記録するた
めのスイッチを押すとしたが、画像をメモリ９に記録するための記録手段を電子救急箱本
体に設けてもよい。その記録手段を、タッチパネル式のディスプレイ１０に代用させて用
いてもよい。要するに、電子スコープ５によって撮影された画像をメモリ９に記録するた
めの記録手段を電子救急箱に設けさえすればよい。
【０１４３】
また、上述した実施の形態１では、メモリ９に記録する画像は、静止画であるとしたが、
メモリ９に格納するものは、動画であるとしてもよい。
【０１４４】
また、上述した実施の形態１では、電子救急箱は、電子救急箱外部の、測定した値を所定
の波長の赤外光を用いて電子救急箱に送信することができる体重計からのデータを受信す
るとしたが、そのような体重計からのデータを受信することができないものとしてもよい
。または、電子救急箱は、体重計以外にも、電子救急箱外部の、測定した値を所定の波長
の赤外光を用いて電子救急箱に送信することができる機器からのデータを受信し、各バイ
タルセンサーからのデータとともに、記録し管理するとしてもよい。
【０１４５】
また、上述した実施の形態１では、電子救急箱は、図５に示す「おじいさん」、「おばあ
さん」、「登録待３」または「登録待４」のいずれかの使用者、つまり既に登録されてい
るか、これから登録しようとする使用者に使用させるとしたが、例えば電子救急箱保持者
の来客者や、使用を１回限りとする使用者等、名前および暗唱番号を登録しない人も使用
することができるようにするための機能を設けてもよい。
【０１４６】
さらに、請求項３７の本発明は、請求項３１から３６のいずれかに記載の電子救急箱の使
用方法の全部または一部の各機能を実現するためのプログラムを格納したことを特徴とす
るプログラム記録媒体である。
【０１４７】
【発明の効果】
以上説明したところから明らかなように、本発明は、撮影対象物および／または撮影角度
をフレキシブルに変更して撮影するすることができる手段を備えた電子救急箱を提供する
ことができる。
【０１４８】
また、本発明は、使用者に手入力させることなく測定値をメモリに入力することができる
バイタルセンサーを備えた電子救急箱を提供することができる。
【０１４９】
また、本発明は、バイタルセンサーによって測定し記録された所定の期間の測定値の変動
を明確に表示するディスプレイを備えた電子救急箱を提供することができる。
【０１５０】
また、本発明は、バイタルセンサーによって測定された測定値を、音を用いて出力するス
ピーカを備えた電子救急箱を提供することができる。
【０１５１】
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また、本発明は、対象物を撮影する手段を備えるとともに、その撮影手段によって撮影さ
れた対象物を通信相手先に送信することができる電子救急箱を提供することができる。ま
た、通信相手先からの情報を受信し、双方向通信可能な電子救急箱を提供することができ
る。
【０１５２】
さらに、本発明は、電子救急箱の使用者に対して、健康状態を問診する電子救急箱を提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１の電子救急箱の蓋を開けたときの電子救急箱の斜視図
【図２】本発明の実施の形態１の電子救急箱の蓋を開けたときの電子救急箱の側面図
【図３】本発明の実施の形態１の電子救急箱の蓋を開け、図２において矢印符号Ａの方向
から見たときの電子救急箱の上面図
【図４】本発明の実施の形態１の電子救急箱の蓋を、電子救急箱の底面に対して実質上垂
直に開けるとともに、電子救急箱に備えられている電子スコープも電子救急箱の底面に対
して実質上垂直に立てたときの電子救急箱の蓋内側正面図
【図５】本発明の実施の形態１の電子救急箱が、使用者を特定するために、使用者に名前
および暗証番号を入力させるための表示画面を示す図
【図６】本発明の実施の形態１に電子救急箱のディスプレイ１０が図５に示す内容を表示
し、そのディスプレイ１０上の「おじいさん」の部分が使用者によってタッチされた場合
に、その「おじいさん」の部分が点滅して表示されることを説明するための図
【図７】本発明の実施の形態１の電子救急箱の使用者に、名前を入力させるための表示画
面を示す図
【図８】本発明の実施の形態１の電子救急箱の使用者に、暗証番号を入力させるための表
示画面を示す図
【図９】本発明の実施の形態１の電子救急箱が、使用者に、各バイタルセンサーまたは電
子スコープ５の使用、メモリ９に格納されているデータの表示、または病院との通信うち
の、いずれかを選択させるための表示画面を示す図
【図１０】本発明の実施の形態１に電子救急箱のディスプレイ１０が図９に示す内容を表
示し、そのディスプレイ１０上の「測定／記録」の部分が使用者によってタッチされた場
合に、その「測定／記録」の部分が点滅して表示されることを説明するための図
【図１１】本発明の実施の形態１の電子救急箱が、使用者に、各バイタルセンサーおよび
電子スコープ５のうちのいずれを使用するのかを特定させるための表示画面を示す図
【図１２】本発明の実施の形態１の電子救急箱の耳孔体温計３によって測定される体温の
測定結果のグラフの一例を示す図
【図１３】図１２とは別の、本発明の実施の形態１の電子救急箱の耳孔体温計３によって
測定される体温の測定結果のグラフの一例を示す図
【図１４】本発明の実施の形態１の電子救急箱の血圧計２によって測定される血圧の測定
結果のグラフの一例を示す図
【図１５】図１４とは別の、本発明の実施の形態１の電子救急箱の血圧計２によって測定
される血圧の測定結果のグラフの一例を示す図
【図１６】本発明の実施の形態１の電子救急箱の血圧計２によって測定される脈拍の測定
結果のグラフの一例を示す図
【図１７】図１６とは別の、本発明の実施の形態１の電子救急箱の血圧計２によって測定
される脈拍の測定結果のグラフの一例を示す図
【図１８】本発明の実施の形態１の電子救急箱の心電計１によって測定される心電図の一
例を示す図
【図１９】本発明の実施の形態１の電子救急箱の電子スコープ５によって撮影される対象
物をディスプレイ１０に表示するさいの表示領域の説明図
【図２０】本発明の実施の形態１の電子救急箱の電子スコープ５によって撮影される対象
物を拡大してディスプレイ１０に表示するさいの説明図
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【図２１】本発明の実施の形態１の電子救急箱の血糖計４によって測定される血糖値の測
定結果のグラフの一例を示す図
【図２２】図２１とは別の、本発明の実施の形態１の電子救急箱の血糖計４によって測定
される血糖値の測定結果のグラフの一例を示す図
【図２３】本発明の実施の形態１の電子救急箱にデータ送信することができる体重計によ
って測定される体重の測定結果のグラフの一例を示す図
【図２４】図２３とは別の、本発明の実施の形態１の電子救急箱にデータ送信することが
できる体重計によって測定される体重の測定結果のグラフの一例を示す図
【図２５】本発明の実施の形態１の電子救急箱の通信相手先を特定するために、使用者に
通信相手先の名前および電話番号を入力させるための表示画面を示す図
【図２６】本発明の実施の形態１の電子救急箱のディスプレイ１０が表示し、使用者に対
して行う問診事項を示す図
【図２７】本発明の実施の形態１の電子救急箱の使用者に、通信相手先の名前および電話
番号を入力させるための表示画面を示す図
【図２８】本発明の実施の形態１の電子救急箱の使用者に、通信相手先の電話番号を入力
させるための表示画面を示す図
【図２９】本発明の実施の形態１の電子救急箱と通信相手先のパソコンとが通信可能な状
態になって、最初に電子救急箱のディスプレイ１０、および通信相手先のパソコンに表示
される表示画面を示す図
【図３０】本発明の実施の形態１の電子救急箱と通信相手先のパソコンとが通信中に、矢
印が電子救急箱のディスプレイ１０、および通信相手先のパソコンに表示される表示画面
を示す図
【図３１】本発明の実施の形態１の電子救急箱のディスプレイ１０に表示される、使用者
に対して電子救急箱の電源を切ることを指示するための表示画面を示す図
【図３２】図２とは異なる、本発明の実施の形態１の電子救急箱の蓋を開けたときの電子
救急箱の側面図
【図３３】図２および３２とは異なる、本発明の実施の形態１の電子救急箱の蓋を開けた
ときの電子救急箱の側面図
【図３４】本発明の実施の形態１の電子救急箱の各バイタルセンサーおよび電子スコープ
５へ、電磁誘導による電磁波を用いて電力を供給する電力供給部１７の構成図
【図３５】図３４とは異なる、本発明の実施の形態１の電子救急箱の各バイタルセンサー
および電子スコープ５へ、電磁誘導による電磁波を用いて電力を供給する電力供給部１７
の構成図
【図３６】セコム株式会社／セコム在宅医療システム株式会社の、オンライン・メディカ
ル・チェック・システムＭ edi Ｄ ataに用いられている従来の電子救急箱の斜視図
【符号の説明】
１　心電計
１ａ　左腕用接触部
１ｂ　右腕用接触部
２　血圧計
３　耳孔体温計
４　血糖計
４ａ　採血用ハリ
４ｂ　センサーチップ
４ｃ　接続ジャック
５　電子スコープ
６　受け台
６ａ　接続部
７　ＬＥＤ
８　受信センサー
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９　メモリ
１０　ディスプレイ
１１　スピーカ
１２　マイク
１３　通信端子
１４　収納箱
１５　蓋
１６　軸部
１７　電力供給部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】
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【 図 ２ ７ 】 【 図 ２ ８ 】

【 図 ２ ９ 】 【 図 ３ ０ 】
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【 図 ３ １ 】 【 図 ３ ２ 】

【 図 ３ ３ 】 【 図 ３ ４ 】
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【 図 ３ ５ 】 【 図 ３ ６ 】
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